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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電対象機器の充電用アダプターであって、
　入力される交流を変換して出力電圧及び出力電流を取得する電力変換ユニットと、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記出力電圧を測定して、該出力電圧が所
定の目標電圧に達するか否かを示すための電圧フィードバック信号を生成する電圧フィー
ドバックユニットと、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記出力電流を測定して、該出力電流が所
定の目標電流に達するか否かを示すための電流フィードバック信号を生成する電流フィー
ドバックユニットと、
　入力端が前記電圧フィードバックユニットの出力端及び前記電流フィードバックユニッ
トの出力端に接続され、出力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記電圧フィードバ
ック信号と前記電流フィードバック信号とを受信し、前記電圧フィードバック信号は前記
出力電圧が前記目標電圧に達することを示す、又は前記電流フィードバック信号は前記出
力電流が前記目標電流に達することを示す場合に、前記出力電圧及び前記出力電流を一定
に維持する電力調整ユニットとを備えるアダプター。
【請求項２】
　前記電圧フィードバックユニットに接続される第１調整ユニットをさらに備え、
　前記電圧フィードバックユニットは、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記出力電圧をサンプリングして、第１電
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圧を取得するための電圧サンプリングユニットと、
　入力端が前記電圧サンプリングユニットの出力端に接続される電圧比較ユニットとを備
え、
　前記第１調整ユニットが、前記電圧比較ユニットに接続され、該電圧比較ユニットに第
１参考電圧を提供し、
　前記電圧比較ユニットは、前記第１電圧と第１参考電圧とを比較し、前記第１電圧と前
記第１参考電圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号を生成し、
　前記第１調整ユニットは、第１参考電圧の値を調整することにより、前記目標電圧の値
を調整する請求項１に記載のアダプター。
【請求項３】
　前記第１調整ユニットが、制御ユニットと、デジタルポテンショメータとを備え、
　前記デジタルポテンショメータの制御端が前記制御ユニットに接続され、前記デジタル
ポテンショメータの出力端が前記電圧比較ユニットに接続され、
　前記制御ユニットが、前記デジタルポテンショメータの電圧分割比を調整することによ
り、前記第１参考電圧の値を調整する請求項２に記載のアダプター。
【請求項４】
　前記電圧比較ユニットが、第１オペアンプを備え、
　前記電圧比較ユニットの前記第１オペアンプの逆相入力端は、前記第１電圧を受信する
ために用いられ、前記電圧比較ユニットの前記第１オペアンプの同相入力端は、前記第１
参考電圧を受信するために用いられ、前記電圧比較ユニットの前記第１オペアンプの出力
端は、前記電圧フィードバック信号を生成するために用いられる請求項２又は請求項３に
記載のアダプター。
【請求項５】
　一定の直流を出力する第１充電モード及び脈動直流を出力する第２充電モードを有し、
　前記第１調整ユニットが、現在使用している前記第１充電モード又は前記第２充電モー
ドに基づいて、前記目標電圧の値を調整する請求項２から請求項４のいずれかに記載のア
ダプター。
【請求項６】
　前記電流フィードバックユニットに接続され、前記目標電流の電流値を調整するための
第２調整ユニットをさらに備える請求項１から請求項５のいずれかに記載のアダプター。
【請求項７】
　前記電流フィードバックユニットは、
　入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記出力電流をサンプリングして、前記出
力電流の大きさを示すための第２電圧を取得する電流サンプリングユニットと、
　入力端が前記電流サンプリングユニットの出力端に接続され、前記第２電圧と第２参考
電圧とを比較し、前記第２電圧と前記第２参考電圧との比較結果に基づいて、前記電流フ
ィードバック信号を生成するための電流比較ユニットとを備え、
　前記第２調整ユニットが、前記電流比較ユニットに接続され、該電流比較ユニットに前
記第２参考電圧を提供し、該第２参考電圧の電圧値を調整することにより、前記目標電流
の電流値を調整する請求項６に記載のアダプター。
【請求項８】
　前記第２調整ユニットが、制御ユニットと、ＲＣフィルタユニットとを備え、
　該ＲＣフィルタユニットの入力端が前記制御ユニットに接続され、前記ＲＣフィルタユ
ニットの出力端が前記電流比較ユニットに接続され、前記制御ユニットは、パルス幅変調
ＰＷＭ信号を生成し、該ＰＷＭ信号のデューティ比を調整することにより前記第２参考電
圧の電圧値を調整するために用いられる請求項７に記載のアダプター。
【請求項９】
　前記電流比較ユニットは、第２オペアンプを備え、
　前記電流比較ユニットの前記第２オペアンプの逆相入力端は、前記第２電圧を受信する
ために用いられ、前記電流比較ユニットの前記第２オペアンプの同相入力端は、前記第２
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参考電圧を受信するために用いられ、前記電流比較ユニットの前記第２オペアンプの出力
端は、前記電流フィードバック信号を生成するために用いられる請求項７又は請求項８に
記載のアダプター。
【請求項１０】
　一定の直流を出力する第１充電モード及び脈動直流を出力する第２充電モードを有し、
　前記第２調整ユニットが、現在使用している前記第１充電モード又は前記第２充電モー
ドに基づいて、前記目標電流の電流値を調整する請求項７から請求項９のいずれかに記載
のアダプター。
【請求項１１】
　前記第１充電モードは、定電圧モードであり、
　該定電圧モードにおいて、前記目標電圧は、前記定電圧モードに対応する電圧であり、
前記目標電流は、前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流であり、
　前記電力調整ユニットは、具体的には、前記電圧フィードバック信号に基づいて、前記
出力電圧を前記定電圧モードに対応する電圧に調整し、前記電流フィードバック信号は、
前記出力電流が前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流に達することを示す
場合、前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流を超えないように前記出力電
流を制御する請求項１０に記載のアダプター。
【請求項１２】
　前記電力変換ユニットは、入力される交流を第１脈動直流に変換して出力する１次整流
ユニットと、前記１次整流ユニットからの第１脈動直流を、１次巻線から２次巻線に結合
して第２脈動直流を取得し、２次巻線により前記第２脈動直流を出力するトランスと、前
記トランスの２次巻線から出力される第２脈動直流を整流して、第３脈動直流を取得する
２次整流ユニットと、前記２次整流ユニットから出力される第３脈動直流をフィルタして
、前記アダプターの出力電圧及び出力電流を取得する２次フィルタユニットとを備える請
求項１１に記載のアダプター。
【請求項１３】
　前記定電圧モードにおける出力が許容される最大電流は、前記２次フィルタユニットに
おけるコンデンサの容量に基づいて決定される請求項１２に記載のアダプター。
【請求項１４】
　前記電圧フィードバックユニットは、出力端が電圧フィードバック信号を生成する第１
オペアンプを備え、
　前記電流フィードバックユニットは、出力端が電流フィードバック信号を生成する第２
オペアンプを備え、
　前記電力調整ユニットは、第１ダイオードと、第２ダイオードと、光結合ユニットと、
ＰＷＭ制御ユニットと、を備え、
　前記電圧フィードバックユニットの第１オペアンプの出力端が前記第１ダイオードのカ
ソードに接続され、
　前記第１ダイオードのアノードが前記光結合ユニットの入力端に接続され、
　前記電流フィードバックユニットの第２オペアンプの出力端が前記第２ダイオードのカ
ソードに接続され、
　前記第２ダイオードのアノードが前記光結合ユニットの入力端に接続され、
　前記光結合ユニットの出力端が前記ＰＷＭ制御ユニットの入力端に接続され、
　前記ＰＷＭ制御ユニットの出力端が前記電力変換ユニットに接続され、
　前記第１オペアンプと前記第２オペアンプとのうちの何れか一つのオペアンプから出力
される電圧信号が０である場合、前記第１オペアンプと前記第２オペアンプとのアノード
を接続したフィードバックポイントの電圧が０になり、前記光結合ユニットが前記ＰＷＭ
制御ユニットに安定な電圧信号を出力し、前記ＰＷＭ制御ユニットがデューティ比が一定
のＰＷＭ制御信号を生成し、前記電力変換ユニットはＰＷＭ制御信号に基づいて前記アダ
プターの出力電圧及び出力電流を一定に維持する請求項１から請求項１３のいずれかに記
載のアダプター。
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【請求項１５】
　充電対象機器の充電制御方法であって、
　入力される交流を変換して前記アダプターの出力電圧及び出力電流を取得するステップ
と、
　前記アダプターの前記出力電圧を測定し、前記アダプターの前記出力電圧が所定の目標
電圧に達するか否かを示すための電圧フィードバック信号を生成するステップと、
　前記アダプターの前記出力電流を測定し、前記アダプターの前記出力電流が所定の目標
電流に達するか否かを示すための電流フィードバック信号を生成するステップと、
　前記電圧フィードバック信号が前記アダプターの前記出力電圧が前記目標電圧に達する
ことを示す、又は前記電流フィードバック信号が前記アダプターの前記出力電流が前記目
標電流に達することを示す場合に、前記アダプターの前記出力電圧及び前記出力電流を一
定に維持するステップとを含む充電制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は充電技術分野に関し、より詳しくは、アダプター及び充電制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　アダプターは、電源アダプターとも呼ばれる充電対象機器（例えば、端末）を充電する
ためのものである。現在市販されているアダプターは、一般的には定電圧の方式で充電対
象機器（例えば、端末）を充電し、充電対象機器（例えば、端末）により吸収される電流
がアダプターが提供できる最大の電流出力閾値を超える場合、アダプターが過負荷保護状
態に移行し、引き続き充電対象機器（例えば、端末）を充電することができないことが引
き起こされる問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の実施形態は、アダプター及び充電制御方法を提供して、充電プロセスの安全性
を向上させる。
【０００４】
　第１態様としては、充電対象機器の充電用アダプターを提供する。該アダプターは、入
力される交流を変換して出力電圧及び出力電流を取得する電力変換ユニットと、入力端が
前記電力変換ユニットに接続され、前記出力電圧を測定して、該出力電圧が所定の目標電
圧に達するか否かを示すための電圧フィードバック信号を生成する電圧フィードバックユ
ニットと、入力端が前記電力変換ユニットに接続され、前記出力電流を測定して、該出力
電流が所定の目標電流に達するか否かを示すための電流フィードバック信号を生成する電
流フィードバックユニットと、入力端が前記電圧フィードバックユニットの出力端及び前
記電流フィードバックユニットの出力端に接続され、出力端が前記電力変換ユニットに接
続され、前記電圧フィードバック信号と前記電流フィードバック信号とを受信し、前記電
圧フィードバック信号は前記出力電圧が前記目標電圧に達することを示す、又は前記電流
フィードバック信号は前記出力電流が前記目標電流に達することを示す場合に、前記出力
電圧及び前記出力電流を一定に維持する電力調整ユニットとを備える。
【０００５】
　第２態様側面としては、充電対象機器の充電制御方法を提供する。前記方法は、入力さ
れる交流を変換して前記アダプターの出力電圧及び出力電流を取得するステップと、前記
アダプターの前記出力電圧を測定し、前記アダプターの前記出力電圧が所定の目標電圧に
達するか否かを示すための電圧フィードバック信号を生成するステップと、前記アダプタ
ーの前記出力電流を測定し、前記アダプターの前記出力電流が所定の目標電流に達するか
否かを示すための電流フィードバック信号を生成するステップと、前記電圧フィードバッ
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ク信号が前記アダプターの前記出力電圧が前記目標電圧に達することを示す、又は前記電
流フィードバック信号が前記アダプターの前記出力電流が前記目標電流に達することを示
す場合に、前記アダプターの前記出力電圧及び前記出力電流を一定に維持するステップと
を含む。
 
【０００６】
　本発明の実施形態に係るアダプターは、電圧フィードバックユニットと電流フィードバ
ックユニットとの両方を備える。ここで、電圧フィードバックユニット、電力調整ユニッ
ト及び電力変換ユニットは、アダプターの出力電圧を閉ループ制御するためのハードウェ
ア回路、即ちハードウェア式の電圧フィードバックループを形成し、電流フィードバック
ユニット、電力調整ユニット及び電力変換ユニットは、アダプターの出力電流を閉ループ
制御するためのハードウェア回路、即ちハードウェア式の電流フィードバックループを形
成する。ダブルループフィードバック制御に基づき、本発明の実施形態における電力調整
ユニットは、電圧フィードバック信号及び電流フィードバック信号により提供されるフィ
ードバック情報に基づいて、アダプターの出力電圧とアダプターの出力電流とのうちのい
ずれか一つが目標値に達する場合に、アダプターの出力電圧及び出力電流を安定させる。
言い換えると、本発明の実施形態において、アダプターの出力電圧と出力電流とのうちの
何れか一つが目標値に達する場合、電力調整ユニットは、いずれの場合も直ちにこのイベ
ントの発生を検知し、直ちにこのイベントに対して応答することができ、アダプターの出
力電圧及び出力電流を安定させ、充電プロセスの安全性を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明の実施形態の明細書をより明確に説明するために、以下、本発明の実施形態にお
いて使用する必要のある図面を簡単に説明する。明確には、以下に説明する図面はただ本
発明の一部の実施例であり、当業者にとって、創造的労働を払わないという前提で、これ
らの図面に基づいて、他の図面をさらに得ることができる。
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態における電力変換ユニットの構成概略図である。
【図２】本発明の他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図３】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図４】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図５】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図６】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図７】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図８】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図９】本発明の一実施形態における電圧比較ユニットの構成概略図である。
【図１０】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１１】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１２】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１３】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１４】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１５】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１６】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１７】本発明の一実施形態における例の電流比較ユニットの構成概略図である。
【図１８】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。
【図１９Ａ】本発明の一実施形態に係る第２アダプターと充電対象機器との接続方式の概
略図である。
【図１９Ｂ】本発明の一実施形態における急速充電通信プロセスの概略図である。
【図２０】脈動直流の電流波形の概略図である。
【図２１】本発明の更なる他の実施形態に係る第２アダプターの構成概略図である。



(6) JP 6495485 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

【図２２】本発明の一実施形態の定電流モードの脈動直流の概略図である。
【図２３】本発明の一実施形態の第２アダプターの回路の一例を示す図である。
【図２４】本発明の一実施形態の充電制御方法の概略フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態における図面に組み合わせて、本発明の実施形態における明細
書について明確かつ完全な説明を行う。明確には、説明される実施形態は、本発明の一部
の実施例であり、すべての実施例ではない。本発明における実施例に基づいて、当業者が
創造的労働を払わないという前提で取得したすべての他の実施例は、本発明の保護範囲に
属すべきである。
【０００９】
　関連技術において、充電対象機器（例えば、端末）を充電するための第１アダプターが
言及された。該第１アダプターが定電圧モードで作動する。定電圧モードにおいて、第１
アダプターの出力電圧は、基本的に、例えば５Ｖ、９Ｖ、１２Ｖ又は２０Ｖなどの一定に
維持される。
【００１０】
　第１アダプターの出力電圧は、バッテリの両端に直接に印加されることに適さず、充電
対象機器（例えば、端末）内のバッテリの予期充電電圧及び／又は充電電流を取得するた
めに先ず充電対象機器（例えば、端末）内の変換回路によって変換する必要がある。
【００１１】
　変換回路は、第１アダプターの出力電圧を変換して、バッテリの予期充電電圧及び／又
は充電電流の需要を満たす。
【００１２】
　一例として、該変換回路は、充電管理モジュール、例えば、充電集積回路（ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ，ＩＣ）を指してもよく、バッテリの充電プロセスにおいて
、バッテリの充電電圧及び／又は充電電流を管理する。変換回路は、電圧フィードバック
モジュールの機能、及び／又は電流フィードバックモジュールの機能を有することにより
、バッテリの充電電圧及び／又は充電電流の管理を実現する。
【００１３】
　一例を挙げると、バッテリの充電プロセスは、トリクル充電段階と、定電流充電段階と
、定電圧充電段階とのうち一つ又は複数を含んでもよい。トリクル充電段階において、変
換回路は、電流フィードバックループを利用して、トリクル充電段階でバッテリに流れ込
む電流がバッテリの予期充電電流の大きさ（例えば、第１充電電流）を満たすようにする
ことができる。定電流充電段階において、変換回路は電流フィードバックループを利用し
て、定電流充電段階でバッテリに流れ込む電流がバッテリの予期充電電流の大きさ（例え
ば、第２充電電流、該第２充電電流は第１充電電流より大きくてもよい）を満たすように
することができる。定電圧充電段階において、変換回路は電圧フィードバックループを利
用して定電圧充電段階でバッテリの両端に印加される電圧がバッテリの予期充電電圧の大
きさを満たすようにすることができる。
【００１４】
　一例として、第１アダプターの出力電圧がバッテリの予期充電電圧より大きい場合に、
変換回路は、第１アダプターの出力電圧を降圧処理して、降圧変換した後に得られた充電
電圧がバッテリの予期充電電圧の需要を満たすようにすることができる。他の一例として
、第１アダプターの出力電圧がバッテリの予期充電電圧より小さい場合に、変換回路は、
第１アダプターの出力電圧を昇圧処理して、昇圧変換した後に得られた充電電圧がバッテ
リの予期充電電圧の需要を満たすようにすることができる。
【００１５】
　他の一例として、例えば、第１アダプターが５Ｖの定電圧を出力する。バッテリが一つ
のセル（例えば、リチウムバッテリのバッテリセルを例とし、一つのバッテリセルの充電
終止電圧が４．２Ｖである）を含む場合に、変換回路（例えば、Ｂｕｃｋ降圧回路）は、
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第１アダプターの出力電圧を降圧処理して、降圧した後に得られた充電電圧がバッテリの
予期充電電圧の需要を満たすようにすることができる。
【００１６】
　他の一例として、例えば、第１アダプターが５Ｖの定電圧を出力する。第１アダプター
が、二つ以上のシングルバッテリセルが直列接続されるバッテリ（リチウムバッテリのバ
ッテリセルを例とし、一つのバッテリセルの充電終止電圧が４．２Ｖである）を充電する
場合に、変換回路（例えば、Ｂｏｏｓｔ昇圧回路）は、第１アダプターの出力電圧を昇圧
処理して、昇圧処理した後に得られた充電電圧がバッテリの予期充電電圧の需要を満たす
ようにすることができる。
【００１７】
　変換回路が回路の変換効率の低下という原因に制限され、変換されていない部分の電気
エネルギーが熱の形で散逸する。この部分の熱が充電対象機器（例えば、端末）の内部に
集まる。充電対象機器（例えば、端末）の設計スペース及び放熱スペースが非常に小さい
ため（例えば、ユーザが使用する携帯端末の物理的なサイズがますます薄くなるとともに
、携帯端末の性能を向上させるために、携帯端末内に数多くの電子素子が密に配置されて
いる）、変換回路の設計難易度を上げるだけでなく、充電対象機器（例えば、端末）内に
集まっている熱を急速に除去しにくくなり、充電対象機器（例えば、端末）の異常を引き
起こす。
【００１８】
　例えば、変換回路に集まっている熱は、変換回路の付近の電子素子に対して熱干渉を引
き起こし、電子素子の作動異常の誘因となるおそれがある。また、例えば、変換回路に集
まっている熱は、変換回路及び付近の電子素子の使用寿命を短縮するおそれがある。また
、例えば、変換回路に集まっている熱は、バッテリに対して熱干渉を引き起こし、バッテ
リの充放電異常の誘因となるおそれがある。また、例えば、変換回路に集まっている熱は
、充電対象機器（例えば、端末）の温度上昇を引き起こすおそれがあり、充電時のユーザ
の使用体験に影響を及ぼす。また、例えば、変換回路に集まっている熱は、変換回路自身
の短絡を引き起こすおそれがあり、第１アダプターの出力電圧を直接バッテリの両端に印
加することにより、充電異常を引き起こし、バッテリが長時間に過電圧充電状態であると
、バッテリの爆発まで引き起こし、ユーザに危険を与えることになる。
【００１９】
　本発明の実施例は、出力電圧の調節可能な第２アダプターを提供する。該第２アダプタ
ーは、バッテリの状態情報を取得することができる。バッテリの状態情報は、バッテリの
現在の電気量情報及び／又は電圧情報を含むことができる。第２アダプターが、取得され
たバッテリの状態情報に基づいて第２アダプターの出力電圧を調節することにより、バッ
テリの予期充電電圧及び／又は充電電流の需要を満たすができる。さらに、バッテリの充
電プロセスの定電流充電段階において、第２アダプターによって調節された後の出力電圧
は、直接にバッテリの両端に印加してバッテリを充電することができる。
【００２０】
　バッテリの充電電圧及び／又は充電電流の管理を実現するために、第２アダプターは、
電圧フィードバックモジュールの機能及び電流フィードバックモジュールの機能を有する
ことができる。
【００２１】
　第２アダプターが、取得されたバッテリの状態情報に基づいて第２アダプターの出力電
圧を調節することとは、バッテリの予期充電電圧及び／又は充電電流を満たすために、第
２アダプターが、バッテリの状態情報をリアルタイムに取得し、毎回取得されたバッテリ
のリアルタイム状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電圧を調節することができ
ることを指してもよい。
【００２２】
　第２アダプターが、リアルタイムに取得されたバッテリの状態情報に基づいて第２アダ
プター自身の出力電圧を調節することとは、バッテリの予期充電電圧及び／又は充電電流
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の需要を満たすために、充電プロセスでのバッテリの電圧が絶えずに上昇するにつれて、
第２アダプターが、充電プロセスでの異なる時刻のバッテリの現在の状態情報を取得し、
バッテリの現在の状態情報に基づいて第２アダプター自身の出力電圧をリアルタイムに調
節することができることを指してもよい。
【００２３】
　例を挙げると、バッテリの充電プロセスは、トリクル充電段階と、定電流充電段階と、
定電圧充電段階とのうち少なくとも一つを含んでいてもよい。トリクル充電段階において
、第２アダプターは、電流フィードバックループを利用して、トリクル充電段階で第２ア
ダプターから出力され且つバッテリに流れ込む電流がバッテリの予期充電電流の需要（例
えば第１充電電流）を満たすようにすることができる。定電流充電段階において、第２ア
ダプターは、電流フィードバックループを利用して、定電流充電段階で第２アダプターか
ら出力され且つバッテリに流れ込む電流がバッテリの予期充電電流の需要（例えば第２充
電電流、該第２充電電流が第１充電電流より大きくてもよい）を満たすようにすることが
できる。また、定電流充電段階において、第２アダプターは、出力された充電電圧を直接
にバッテリの両端に印加してバッテリを充電することができる。定電圧充電段階において
、第２アダプターは電圧フィードバックループを利用して、定電圧充電段階で第２アダプ
ターから出力された電圧がバッテリの予期充電電圧の需要を満たすようにすることができ
る。
【００２４】
　トリクル充電段階及び定電圧充電段階について、第２アダプターの出力電圧は、第１ア
ダプターに類似する処理方式を採用してもよく、即ち、充電対象機器（例えば、端末）内
の変換回路によって変換されることにより、充電対象機器（例えば、端末）内のバッテリ
の予期充電電圧及び／又は充電電流を取得する。
【００２５】
　好ましくは、一つの実現形態として、第２アダプターの電流フィードバックループは、
電圧フィードバックループに基づき、ソフトウェアの方式を採用して実現することができ
る。具体的には、第２アダプターから出力される充電電流が要求を満たさない場合、第２
アダプターは、所期の充電電流に基づいて所期の充電電圧を算出し、電圧フィードバック
ループにより第２アダプターから出力される充電電圧を該算出された所期の充電電圧に調
整することができ、ソフトウェアの方式で、電圧フィードバックループによって電流フィ
ードバックループの機能を実現することに相当する。しかし、定電圧の方式を採用して電
池を充電するプロセスにおいて、充電回路上の負荷電流は、常に急速に変化し、第２アダ
プターがソフトウェアの方式で電流フィードバックループを実現する場合に、電流サンプ
リング、電流電圧変換等の中間操作を行う必要があり、第２アダプターの負荷電流に対す
る応答速度が遅くなることにつながり、したがって、充電対象機器（例えば、端末）によ
り吸収される電流が第２アダプターの提供できる最大電流出力閾値を超えるおそれがあり
、第２アダプターが過負荷保護状態に入ることが引き起こされ、引き続き充電対象機器（
例えば、端末）を充電することができない。
【００２６】
　第２アダプターの負荷電流に対する応答速度を向上させるために、第２アダプターの内
部にハードウェア式の電圧フィードバックループとハードウェア式の電流フィードバック
ループとを設けることができ、以下は、図１Ａに組み合わせて詳しく説明する。
【００２７】
　図１Ａは、本発明の実施態様に係る第２アダプターの構成概略図である。図１Ａの第２
アダプター１０は、電力変換ユニット１１と、電圧フィードバックユニット１２と、電流
フィードバックユニット１３と、電力調整ユニット１４とを備えていてもよい。
【００２８】
　電力変換ユニット１１は、入力された交流電流を変換して第２アダプター１０の出力電
圧及び出力電流を取得する。
【００２９】
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　電圧フィードバックユニット１２の入力端が、電力変換ユニット１１に接続され、電圧
フィードバックユニット１２は、第２アダプター１０の出力電圧を測定して、第２アダプ
ター１０の出力電圧が所定の目標電圧に達するか否かを示すための電圧フィードバック信
号を生成するために用いられる。
【００３０】
　電流フィードバックユニット１３の入力端が、電力変換ユニット１１に接続され、電流
フィードバックユニット１３は、第２アダプター１０の出力電流を測定して、第２アダプ
ター１０の出力電流が所定の目標電流に達するか否かを示すための電流フィードバック信
号を生成するために用いられる。
【００３１】
　電力調整ユニット１４の入力端が、電圧フィードバックユニット１２の出力端及び電流
フィードバックユニット１３の出力端に接続され、電力調整ユニット１４の出力端が電力
変換ユニット１１に接続され、電力調整ユニット１４は、電圧フィードバック信号と電流
フィードバック信号とを受信し、電圧フィードバック信号が第２アダプター１０の出力電
圧が目標電圧に達することを示す、又は電流フィードバック信号が第２アダプター１０の
出力電流が目標電流に達することを示す場合に、第２アダプター１０の出力電圧及び出力
電流を安定させるために用いられる。
【００３２】
　電力調整ユニット１４が第２アダプター１０の出力電圧及び出力電流を安定させるとは
、電力調整ユニット１４が、第２アダプター１０の出力電圧及び出力電流を一定に維持す
るように、第２アダプター１０を制御することを指してもよい。例えば、電力調整ユニッ
ト１４がパルス幅変調（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ，ＰＷＭ）に基
づく電力調整ユニットであり、ＰＷＭ制御信号の周波数及びデューティ比が一定に維持さ
れる場合に、第２アダプター１０の出力電圧及び出力電流は、安定を維持することができ
る。
【００３３】
　本発明の実施形態に係る第２アダプターは、電圧フィードバックユニットと電流フィー
ドバックユニットとの両方を含み、ここで、電圧フィードバックユニット、電力調整ユニ
ット及び電力変換ユニットは、第２アダプターの出力電圧を閉ループ制御するためのハー
ドウェア回路、即ちハードウェア式の電圧フィードバックループを形成し、電流フィード
バックユニット、電力調整ユニット及び電力変換ユニットは、アダプターの出力電流を閉
ループ制御するためのハードウェア回路、即ちハードウェア式の電流フィードバックルー
プを形成する。ダブルループフィードバック制御に基づき、本発明の実施形態における電
力調整ユニットは、電圧フィードバック信号及び電流フィードバック信号により提供され
るフィードバック情報に基づいて、第２アダプターの出力電圧と第２アダプターの出力電
流とのうちのいずれか一つが目標値に達する場合に、第２アダプターの出力電圧及び出力
電流を安定させる。言い換えると、本発明の実施形態において、第２アダプターの出力電
圧と出力電流とのうちのいずれか一つが目標値に達する場合、電力調整ユニットは、いず
れの場合も直ちにこのイベントの発生を検知し、直ちにこのイベントに対して応答するこ
とができ、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を安定させ、充電プロセスの安全性を
向上させる。
【００３４】
　定電圧モードを例として、電圧フィードバックループは、主に第２アダプターの出力電
圧を定電圧モードに対応する電圧に調整する役割を担い、電流フィードバックループは、
第２アダプターの出力電流が目標電流（この場合の目標電流は、定電圧モードにおいて出
力が許容される最大電流であってもよい）に達するか否かを測定する役割を担うことがで
き、第２アダプターの出力電流が目標電流に達すると、電力調整ユニットは、電流フィー
ドバックループにより直ちにこのイベントを検知し、第２アダプターの出力電流を適時に
安定させ、その更なる増大を防止することができる。同様に、定電流モードにおいて、電
流フィードバックループは、第２アダプターの出力電流を定電流モードに対応する電流に
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調整する役割を担うことができ、電圧フィードバックループは、第２アダプターの出力電
圧が目標電圧（この場合の目標電圧は、定電流モードにおいて出力が許容される最大電圧
であってもよい）に達するか否かを測定する役割を担うことができ、出力電圧が目標電圧
に達すると、電力調整ユニットは、電圧フィードバックループにより直ちにこのイベント
を検知し、第２アダプターの出力電圧を適時に安定させ、その更なる増大を防止すること
ができる。
【００３５】
　電圧フィードバック信号と電流フィードバック信号とは、両者によりフィードバックさ
れる対象が異なることを指し、電圧フィードバック信号及び電流フィードバック信号の信
号タイプを限定するわけではない。具体的には、電圧フィードバック信号は、第２アダプ
ターの出力電圧をフィードバックするために用いられることができ、電流フィードバック
信号は、第２アダプターの出力電流をフィードバックするために用いられることができる
が、両者とも電圧信号であってもよい。
【００３６】
　目標電圧は、予め設定された固定値であってもよく、調整可能な変量であってもよい。
一部の実施例において、第２アダプター１０は、実際の要求に応じて、一定の調節回路に
より目標電圧の電圧値を調節することができる。例えば、充電対象機器（端末）は、第２
アダプターに目標電圧の調節命令を送信することができ、第２アダプター１０は、該目標
電圧の調節命令に基づいて目標電圧の電圧値を調節する。また他の一例として、第２アダ
プター１０は、充電対象機器から電池の状態情報を受信し、電池の状態に基づいて目標電
圧の電圧値をリアルタイムに調節することができる。同様に、目標電流は、予め設定され
た固定値であってもよいし、調整可能な変量であってもよい。一部の実施例において、第
２アダプター１０は、実際の要求に応じて、一定の調節回路により目標電流の電圧値を調
節することができる。例えば、充電対象機器（端末）は、第２アダプター１０に目標電流
の調節命令を送信することができ、第２アダプター１０は、該目標電流の調節命令に基づ
いて目標電流の電圧値を調節する。また他の一例として、第２アダプター１０は、充電対
象機器から電池の状態情報を受信し、電池の状態に基づいて目標電流の電流値をリアルタ
イムに調節することができる。
【００３７】
　本発明の実施形態で使用される充電対象機器は、「通信端末」（又は「端末」と略する
）であってもよく、有線回線を介して接続される（例えば、公衆交換電話網（ｐｕｂｌｉ
ｃ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ，　ＰＳＴＮ）、デジタル
加入者線（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｌｉｎｅ，　ＤＳＬ）、デジタルケ
ーブル、直接ケーブル接続、及び／又は別のデータネットワークを介して接続される）及
び／又は（例えば、セルラーネットワーク、無線ＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ
　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ，　ＷＬＡＮ）、例えば、デジタルビデオブロードキャステ
ィングハンドヘルド（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｉｄｅｏ　ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　ｈａｎ
ｄｈｅｌｄ，ＤＶＢ－Ｈ）ネットワークのデジタルテレビネットワーク、衛星ネットワー
ク、振幅変調－周波数変調（ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ－ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ，　ＡＭ－ＦＭ）ラジオ送信機、及び／又は別の通信端末
の）無線インターフェースを介して通信信号を受信、送信するように設けられる装置を含
むが、これらに限定されない。無線インターフェースを介して通信するように構成される
通信端末は、「無線通信端末」、「無線端末」及び／又は「携帯端末」と呼ばれてもよい
。携帯端末の一例として、衛星又はセルラー電話と、セルラー無線電話、データ処理、フ
ァックス及びデータ通信機能を組み合わせることのできる個人通信システム（ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ，　ＰＣＳ）端末と、無線電話、ポ
ケベル、インターネット／イントラネットへのアクセス、Ｗｅｂブラウザ、ノートブック
、カレンダー及び／又は全地球測位システム（ｇｌｏｂａｌ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
ｓｙｓｔｅｍ，　ＧＰＳ）受信機を含むことが可能であるパーソナルデジタルアシスタン
ト(Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ，　ＰＤＡ)と、一般的には
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ラップトップ型及び／又はパームトップ型受信機又は無線電話トランシーバーを含む他の
電子装置とを含むが、これらに限定されない。
【００３８】
　一部の実施例において、第２アダプター１０は、第２アダプター１０の知能度を向上さ
せるために、充電プロセスを制御するための制御ユニット（図２３におけるＭＣＵを参照
）を備えていてもよい。具体的には、制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）の
命令又は状態情報（状態情報は、充電対象機器電池の現在電圧及び／又は充電対象機器の
温度等の状態情報を指してもよい）を取得するために、充電対象機器（例えば、端末）と
双方向通信を行うために用いられることができ、これにより、充電対象機器（例えば、端
末）の命令又は状態信号に基づいて第２アダプター１０の充電対象機器（例えば、端末）
に対する充電プロセスを制御する。一部の実施例において、該制御ユニットは、マイクロ
コントローラユニット（Ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｕｎｉｔ，ＭＣＵ）であって
もよいが、本発明の実施例は、これに限定されず、他のタイプのチップ又は回路であって
もよい。
【００３９】
　一部の実施例において、第２アダプター１０は、充電インターフェース（図１９Ａの充
電インターフェース１９１を参照）を備えていてもよいが、本発明の実施形態は、充電イ
ンターフェースのタイプについて具体的に限定せず、例えば、ユニバーサル・シリアル・
バス（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ，ＵＳＢ）インターフェースであって
もよい。ＵＳＢインターフェースは、標準ＵＳＢインターフェースであってもよいし、ｍ
ｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフェースであってもよいし、Ｔｙｐｅ－Ｃインターフェースで
あってもよい。
【００４０】
　第２アダプター１０の充電モード又は機能は、目標電圧及び目標電流の選択につながり
、第２アダプター１０の充電モード又は機能が異なる場合、目標電圧及び目標電流の値は
、若干異なってもよく、以下は、定電圧モード及び定電流モードを一例としてそれぞれ詳
しく説明する。
【００４１】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプター１０は、第１充電モードをサポー
トする（つまり、第２アダプター１０は、第１充電モードで作動し、充電対象機器（例え
ば、端末）を充電することができる）。第１充電モードは、定電圧モードである。定電圧
モードにおいて、第２アダプター１０の目標電圧は、定電圧モードに対応する電圧である
。目標電流は、第２アダプター１０の定電圧モードにおける出力が許容される最大電流で
ある。電力調整ユニット１４は、具体的には、電圧フィードバック信号に基づいて、第２
アダプター１０の出力電圧を定電圧モードに対応する電圧に調整し、電流フィードバック
信号は、第２アダプター１０の出力電流が第２アダプター１０の定電圧モードにおける出
力が許容される最大電流に達することを示す場合、第２アダプター１０の定電圧モードに
おける出力が許容される最大電流を超えないように第２アダプター１０の出力電流を制御
する。
【００４２】
　定電圧モードにおいて、第２アダプター１０の出力電圧がある一定の電圧値に調節され
、上記定電圧モードに対応する電圧は、即ち一定の電圧値である。例えば、定電圧モード
において、第２アダプター１０の出力電圧が５Ｖであれば、定電圧モードに対応する電圧
は５Ｖである。
【００４３】
　本発明の実施例では、目標電圧を定電圧モードに対応する電圧に設定し、目標電流を定
電圧モードにおいて第２アダプターの出力が許容される最大電流に設定する。このように
して、第２アダプターは、電圧フィードバックループにより、第２アダプターの出力電圧
を定電圧モードに対応する電圧に急速に調整し、充電対象機器（例えば、端末）を定電圧
充電により充電することができる。定電圧充電のプロセスにおいて、第２アダプターの出
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力電流（即ち負荷電流）が第２アダプターの出力が許容される最大電流に達すると、第２
アダプターは、電流フィードバックループによりこの状況を適時に検知し、第２アダプタ
ーの出力電流の更なる上昇を適時に阻止することができ、充電故障の発生を回避し、第２
アダプターの負荷電流に対する応答能力を向上させる。
【００４４】
　一例を挙げて説明すると、定電圧モードにおいて、定電圧モードに対応する一定の電圧
値が５Ｖである場合に、第２アダプターの出力電流は、一般的には、１００ｍＡ～２００
ｍＡの間に維持する。この場合に、目標電圧を一定の電圧値（例えば、５Ｖ）に設定し、
目標電流を５００ｍＡ又は１Ａに設定することができる。第２アダプターの出力電流が目
標電流に対応する電流値に増加すると、電力調整ユニット１４は、電流フィードバックル
ープにより直ちにこのイベントの発生を検知し、第２アダプターの出力電流の更なる増加
を阻止することができる。
【００４５】
　図１Ｂに示すように、上記実施例に基づき、電力変換ユニット１１は、１次整流ユニッ
ト１５と、トランス１６と、２次整流ユニット１７と、２次フィルタユニット１８とを備
え、１次整流ユニット１５は、脈動式の電圧をトランス１６に直接に出力する。
【００４６】
　従来技術において、電力変換ユニットは、１次側に位置する整流ユニットとフィルタユ
ニットとを備え、その上、２次側に位置する整流ユニットとフィルタユニットとをさらに
備える。１次側に位置する整流ユニットとフィルタユニットは、１次整流ユニットと１次
フィルタユニットと称してもよい。２次側に位置する整流ユニットとフィルタユニットは
、２次整流ユニットと２次フィルタユニットと称してもよい。１次フィルタユニットは、
一般的には、液体アルミニウム電解コンデンサを採用してフィルタを行い、液体アルミニ
ウム電解コンデンサの体積が比較的大きいので、アダプターの体積が比較的大きいである
。
【００４７】
　本発明の実施形態において、電力変換ユニット１１は、１次整流ユニット１５と、トラ
ンス１６と、２次整流ユニット１７と、２次フィルタユニット１８とを備え、１次整流ユ
ニット１５は、脈動式の電圧をトランス１６に直接に出力する。言い換えると、本発明の
実施形態において提供される電力変換ユニット１１は、１次フィルタユニットを備えず、
このようにして、第２アダプター１０の体積をかなりの程度まで減少することができ、第
２アダプター１０が益々携帯に便利である。２次フィルタユニット１８は、主に固体アル
ミニウム電解コンデンサによりフィルタを行い、電力変換ユニット１１における１次フィ
ルタユニットを取り外した後、固体アルミニウム電解コンデンサの負荷能力には限界があ
るが、ハードウェア式の電流フィードバックループが存在するため、負荷電流の変化に適
時に応答することができ、これにより、第２アダプターの過大な出力電流による充電故障
を回避する。
【００４８】
　上記１次フィルタユニットを取り外す方案において、第２アダプター１０の定電圧モー
ドにおける出力が許容される最大電流は、２次フィルタユニットにおけるコンデンサの容
量に基づいて決定することができる。例えば、２次フィルタユニットにおけるコンデンサ
の容量に基づいて該２次フィルタユニットの受忍できる最大の負荷電流が５００ｍＡ又は
１Ａと決定する場合、目標電流を５００ｍＡ又は１Ａに設けることができ、これにより、
第２アダプターの出力電流が目標電流を超えるために引き起こされる充電故障を回避する
ことができる。
【００４９】
　好ましくは、一部の実施形態において、第２アダプター１０は、第２充電モードをサポ
ートし（つまり、第２アダプター１０は、第２充電モードで作動し、充電対象機器（例え
ば、端末）を充電することができる）、第２充電モードは、定電流モードである。定電流
モードにおいて、目標電圧は、第２アダプター１０の定電流モードにおける出力が許容さ
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れる最大電圧であり、目標電流は、定電流モードに対応する電流である。電力調整ユニッ
ト１４は、具体的には、電流フィードバック信号に基づいて、第２アダプター１０の出力
電流を定電流モードに対応する電流に調整し、電圧フィードバック信号は、第２アダプタ
ー１０の出力電圧が第２アダプター１０の定電流モードにおける出力が許容される最大電
圧に達することを示す場合、第２アダプター１０の定電流モードにおける出力が許容され
る最大電圧を超えないように第２アダプター１０の出力電圧を制御する。
【００５０】
　本発明の実施形態では、目標電流を定電流モードに対応する電流に設定し、目標電圧を
定電流モードにおいて第２アダプターの出力が許容される最大電圧に設定し、このように
して、第２アダプターは、電流フィードバックループにより、第２アダプターの出力電流
を定電流モードに対応する電流に急速に調整し、充電対象機器（例えば、端末）を充電し
、充電プロセスにおいて、第２アダプターの出力電圧が第２アダプターの出力が許容され
る最大電圧に達すると、第２アダプターは、電圧フィードバックループによりこの状況を
適時に検知し、第２アダプターの出力電圧の更なる上昇を適時に阻止することができ、充
電故障の発生を回避する。
【００５１】
　好ましくは、図２に示すように、上記いずれか一つの実施例に基づき、第２アダプター
１０は、第１調整ユニット２１をさらに備える。第１調整ユニット２１が電圧フィードバ
ックユニット１２に接続され、該第１調整ユニット２１は、目標電圧の値を調整するため
に用いられることができる。
【００５２】
　本発明の実施形態は、第１調整ユニットを導入した。第１調整ユニットは、実際の要求
に応じて、第２アダプターの出力電圧を調整することができ、第２アダプターの知能度を
向上させる。例えば、第２アダプター１０は、第１充電モード又は第２充電モードで作動
することができ、第１調整ユニット２１は、第２アダプター１０の現在使用している第１
充電モード又は第２充電モードに基づいて目標電圧の値をそれに応じて調整することがで
きる。
【００５３】
　好ましくは、図２の実施形態に基づき、図３に示されるように、電圧フィードバックユ
ニット１２は、電圧サンプリングユニット３１と、電圧比較ユニット３２とを備えていて
もよい。電圧サンプリングユニット３１の入力端が、電力変換ユニット１１に接続され、
第２アダプター１０の出力電圧をサンプリングして、第１電圧を取得するために用いられ
る。電圧比較ユニット３２の入力端が電圧サンプリングユニット３１の出力端に接続され
る。電圧比較ユニット３２は、第１電圧と第１参考電圧とを比較し、第１電圧と第１参考
電圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号を生成するために用いられる。第
１調整ユニット２１が電圧比較ユニット３２に接続され、電圧比較ユニット３２に第１参
考電圧を提供し、第１調整ユニット２１は、第１参考電圧の値を調整することにより、目
標電圧の値を調整する目的を実現する。
【００５４】
　なお、本発明の実施形態における第１電圧は、第２アダプターの出力電圧に対応し、又
は、第１電圧は、第２アダプターの現在出力電圧の大きさを示すために用いられる。また
、本発明の実施例における第１参考電圧は、目標電圧に対応し、又は、第１参考電圧は、
目標電圧の大きさを示すために用いられる。
【００５５】
　一部の実施例において、第１電圧が第１参考電圧より小さい場合、電圧比較ユニットは
、第２アダプターの出力電圧が目標電圧に達していないことを示すための第１電圧フィー
ドバック信号を生成し、第１電圧が第１参考電圧に等しい場合、電圧比較ユニットは、第
２アダプターの出力電圧が目標電圧に達することを示すための第２電圧フィードバック信
号を生成する。
【００５６】



(14) JP 6495485 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

　本発明の実施例は、電圧サンプリングユニット３１の具体的な形式について限定せず、
例えば、電圧サンプリングユニット３１は、導線であってもよい。この場合、第１電圧は
、即ち第２アダプターの出力電圧であり、第１参考電圧は、即ち目標電圧であり、また他
の一例として、電圧サンプリングユニット３１は、直列接続による電圧分割を行う二つの
抵抗器を備えていてもよく、この場合、第１電圧は、該二つの抵抗器により電圧分割した
後に得られる電圧であってもよい。第１参考電圧の値は、二つの抵抗器の電圧分割比に関
連し、例えば、目標電圧が５Ｖに等しく、仮に第２アダプターの出力電圧が５Ｖに達する
場合、二つの抵抗器の直列接続による電圧分割により、第１電圧を０．５Ｖとすると、第
１参考電圧を０．５Ｖと設けることができる。
【００５７】
　図３実施例における第１調整ユニット２１が第１参考電圧を調整する方式は、複数であ
ってもよく、以下は、図４から図６に組み合わせて詳しく説明する。
【００５８】
　好ましくは、一部の実施例において、図４に示されるように、第１調整ユニット２１は
、制御ユニット４１と第１デジタルアナログコンバータ（Ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｏ　Ａｎａ
ｌｏｇ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ＤＡＣ）４２とを備えていてもよい。ＤＡＣ４２の入力端
が制御ユニット４１に接続され、ＤＡＣ４２の出力端が電圧比較ユニット３２に接続され
る。制御ユニット４１は、第１のＤＡＣ４２を介して第１参考電圧の値を調整する目的を
実現する。
【００５９】
　具体的には、制御ユニット４１は、ＭＣＵであってもよく、ＭＣＵは、ＤＡＣポートを
介して第１のＤＡＣ４２に接続されてもよく、ＭＣＵは、ＤＡＣポートによりデジタル信
号を出力し、第１のＤＡＣ４２によりデジタル信号をアナログ信号に変換し、該アナログ
信号は、即ち第１参考電圧の電圧値である。ＤＡＣは、信号の変換速度が速く、精度が高
いという特性を有し、ＤＡＣにより参考電圧を調整することは、第２アダプターの参考電
圧に対する調節速度及び制御精度を向上させることができる。
【００６０】
　好ましくは、一部の実施例において、図５に示されるように、第１調整ユニット２１は
、制御ユニット５１と、ＲＣフィルタユニット５２とを備えていてもよい。ＲＣフィルタ
ユニット５２の入力端が制御ユニット５１に接続され、ＲＣフィルタユニット５２の出力
端が電圧比較ユニット３２に接続される。制御ユニット５１は、ＰＷＭ信号を生成し、Ｐ
ＷＭ信号のデューティ比を調整することにより第１参考電圧の値を調整するために用いら
れる。
【００６１】
　具体的には、制御ユニット５１は、ＭＣＵであってもよく、ＭＣＵは、ＰＷＭポートに
よりＰＷＭ信号を出力し、ＰＷＭ信号は、ＲＣフィルタ回路５２によりフィルタされた後
、安定なアナログ量、即ち第１参考電圧を形成することができる。ＲＣフィルタ回路５２
は、実現が簡単で、価格が安いという特性を有し、比較的低いコストで第１参考電圧の調
節を実現することができる。
【００６２】
　好ましくは、一部の実施例において、図６に示されるように、第１調整ユニット２１は
、制御ユニット６１と、デジタルポテンショメータ６２とを備えていてもよい。デジタル
ポテンショメータ６２の制御端が制御ユニット６１に接続され、デジタルポテンショメー
タ６２の出力端が電圧比較ユニット３２に接続される。制御ユニット６１は、デジタルポ
テンショメータ６２の電圧分割比を調整することにより、第１参考電圧の値を調整する。
【００６３】
　具体的には、制御ユニット６１は、ＭＣＵであってもよく、ＭＣＵは、アイ・スクウェ
ア・シー（Ｉｎｔｅｒ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ，Ｉ２Ｃ）インターフェ
ースを介してデジタルポテンショメータ６２の制御端に接続され、デジタルポテンショメ
ータ６２の電圧分割比を調節するために用いられ、デジタルポテンショメータ６２の高電
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位端は、ＶＤＤ、即ち電源端であってもよく、デジタルポテンショメータ６２の低電位端
は、接地されてもよく、デジタルポテンショメータ６２の出力端（又は調節出力端と称さ
れる）が電圧比較ユニット３２に接続され、電圧比較ユニット３２に第１参考電圧を出力
するために用いられる。デジタルポテンショメータの実現が簡単で、価格が安く、比較的
低いコストで第１参考電圧の調節を実現することができる。
【００６４】
　好ましくは、図２の実施例に基づき、図７に示すように、電圧フィードバックユニット
１２は、電圧分割ユニット７１と、電圧比較ユニット７２とを備えていてもよい。電圧分
割ユニット７１の入力端が、電力変換ユニット１１に接続され、所定の電圧分割比に基づ
いて第２アダプター１０の出力電圧を電圧分割し、第１電圧を生成するために用いられる
。電圧比較ユニット７２の入力端が電圧分割ユニット７１の出力端に接続され、第１電圧
と第１参考電圧とを比較し、第１電圧と第１参考電圧との比較結果に基づいて、電圧フィ
ードバック信号を生成するために用いられる。第１調整ユニット２１が電圧分割ユニット
７１に接続され、電圧分割ユニット７１の電圧分割比を調整することにより、目標電圧の
電圧値を調整する。
【００６５】
　図７の実施例と図３から図６の実施例との主な差異は、図３から図６の実施例が電圧比
較ユニットの参考電圧を調整することにより目標電圧の電圧値の調整を実現し、図７の実
施例が電圧分割ユニット７１の電圧分割比を調整することにより目標電圧の電圧値の調整
を実現することにある。言い換えると、図７の実施例において、第１参考電圧を固定値Ｖ
ＲＥＦに設けてもよく、第２アダプターの出力電圧が５Ｖであることが望ましいなら、電
圧分割ユニット７１の電圧分割比を調節して、第２アダプターの出力電圧が５Ｖである場
合、電圧分割ユニット７１の出力端の電圧をＶＲＥＦに等しくすることができ、同様に、
第２アダプターの出力電圧が３Ｖであることが望ましいなら、電圧分割ユニット７１の電
圧分割比を調整することにより、第２アダプターの出力電圧が３Ｖである場合、電圧分割
ユニット７１の出力端の電圧をＶＲＥＦに等しくすることができる。
【００６６】
　本発明の実施例は、電圧分割ユニットにより、第２アダプターの出力電圧のサンプリン
グ及び目標電圧の電圧値の調整を実現し、第２アダプターの回路構造を簡素化する。
【００６７】
　本発明の実施例の電圧分割ユニット７１の実現形態は、複数あり、例えば、デジタルポ
テンショメータを採用して実現してもよく、ディスクリート抵抗器、スイッチ等の素子に
より上記電圧分割及び電圧分割比調節という機能を実現してもよい。
【００６８】
　デジタルポテンショメータの実現形態を一例として、図８に示されるように、電圧分割
ユニット７１は、デジタルポテンショメータ８１を備えていてもよい。第１調整ユニット
２１は、制御ユニット８２を備えていてもよい。デジタルポテンショメータ８１の高電位
端が電力変換ユニット１１に接続され、デジタルポテンショメータ８１の低電位端が接地
される。デジタルポテンショメータ８１の出力端が電圧比較ユニット７２の入力端に接続
される。制御ユニット８２がデジタルポテンショメータ８１の制御端に接続され、デジタ
ルポテンショメータ８１の電圧分割比を調整するために用いられる。
【００６９】
　上記電圧比較ユニット７２の実現形態は、複数あり、一部の実施例において、図９に示
されるように、電圧比較ユニット７２は、第１オペアンプを備えていてもよい。第１オペ
アンプの逆相入力端は、第１電圧を受信するために用いられ、第１オペアンプの同相入力
端は、第１参考電圧を受信するために用いられ、第１オペアンプの出力端は、電圧フィー
ドバック信号を生成するために用いられる。第１オペアンプは、第１誤差増幅器又は電圧
誤差増幅器と称されてもよい。
【００７０】
　好ましくは、図１０に示されるように、上記いずれか一つの実施例に基づき、第２アダ
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プター１０は、第２調整ユニット１０１をさらに備えていてもよく、第２調整ユニット１
０１が電流フィードバックユニット１３に接続され、目標電流の電流値を調整するために
用いられる。
【００７１】
　本発明の実施例は、第２調整ユニットを導入し、第２調整ユニットは、実際の要求に応
じて、第２アダプターの出力電流を調整し、第２アダプターの知能度を向上させる。例え
ば、第２アダプター１０は、第１充電モード又は第２充電モードで作動し、第２調整ユニ
ット１０１は、第２アダプター１０の現在使用している第１充電モード又は第２充電モー
ドに基づいて目標電流の電流値を調整する。
【００７２】
　好ましくは、一部の実施例において、図１０の実施例に基づき、図１１に示されるよう
に、電流フィードバックユニット１３は、電流サンプリングユニット１１１と、電流比較
ユニット１１２とを備えていてもよい。電流サンプリングユニット１１１の入力端が、電
力変換ユニット１１に接続され、第２アダプター１０の出力電流をサンプリングして、第
２アダプター１０の出力電流の大きさを示すための第２電圧を取得するために用いられる
。電流比較ユニット１１２の入力端が電流サンプリングユニット１１１の出力端に接続さ
れ、第２電圧と第２参考電圧とを比較し、第２電圧と第２参考電圧との比較結果に基づい
て、電流フィードバック信号を生成するために用いられる。第２調整ユニット１０１が電
流比較ユニット１１２に接続され、電流比較ユニット１１２に第２参考電圧を提供し、第
２参考電圧の電圧値を調整することにより、目標電流の電流値を調整する。
【００７３】
　なお、本発明の実施例における第２電圧が第２アダプターの出力電流に対応し、又は第
２電圧が第２アダプターの出力電流の大きさを示すために用いられる。また、本発明の実
施例における第２参考電圧が目標電流に対応し、又は第２参考電圧が目標電流の大きさを
示すために用いられる。
【００７４】
　具体的には、第２電圧が第２参考電圧より小さい場合、電流比較ユニットは、第２アダ
プターの出力電流が目標電流に達していないことを示すための第１電流フィードバック信
号を生成し、第２電圧が第２参考電圧に等しい場合、電流比較ユニットは、第２アダプタ
ーの出力電流が目標電流に達することを示すための第２電流フィードバック信号を生成す
る。
【００７５】
　電流サンプリングユニット１１１が第２電圧を取得する方式は、具体的には、電流サン
プリングユニット１１１は、先ず第２アダプターの出力電流をサンプリングして、サンプ
リング電流を取得する。そして、サンプリング電流の大きさに基づいて、それを対応する
サンプリング電圧に変換する（サンプリング電圧値は、サンプリング電流値とサンプリン
グ抵抗の積に等しい）。一部の実施例において、該サンプリング電圧を直接に第２電圧と
することができる。他の一部の実施例において、複数の抵抗器を採用して該サンプリング
電圧を電圧分割し、電圧分割した後の電圧を第２電圧とすることもできる。電流サンプリ
ングユニット１１１における電流サンプリング機能は、具体的には、検流計により実現す
ることができる。
【００７６】
　図１１の実施例における第２調整ユニットが第２参考電圧を調整する方式は、複数あっ
てもよく、以下は、図１２から図１４に組み合わせて詳しく説明する。
【００７７】
　好ましくは、一部の実施例において、図１２に示されるように、第２調整ユニット１０
１は、制御ユニット１２１と、第２のＤＡＣ１２２とを備えていてもよい。第２のＤＡＣ
１２２の入力端が制御ユニット１２１に接続され、第２のＤＡＣ１２２の出力端が電流比
較ユニット１１２に接続される。制御ユニット１２１は、第２のＤＡＣ１２２により第２
参考電圧の電圧値を調整する。
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【００７８】
　具体的には、制御ユニット１２１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、ＤＡＣポート
を介して第２のＤＡＣ１２２に接続されてもよい。ＭＣＵは、ＤＡＣポートによりデジタ
ル信号を出力し、第２のＤＡＣ１２２によりデジタル信号をアナログ信号に変換する。該
アナログ信号は、即ち第１参考電圧の電圧値である。ＤＡＣは、信号の変換速度が速く、
精度が高いという特性を有し、ＤＡＣにより参考電圧を調整することは、第２アダプター
の参考電圧に対する調節速度及び制御精度を向上させることができる。
【００７９】
　好ましくは、一部の実施例において、図１３に示されるように、第２調整ユニット１０
１は、制御ユニット１３１とＲＣフィルタユニット１３２とを備えていてもよい。ＲＣフ
ィルタユニット１３２の入力端が制御ユニット１３１に接続され、ＲＣフィルタユニット
１３２の出力端が電流比較ユニット１１２に接続される。制御ユニット１３１は、ＰＷＭ
信号を生成し、ＰＷＭ信号のデューティ比を調整することにより第２参考電圧の電圧値を
調整するために用いられる。
【００８０】
　具体的には、制御ユニット１３１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、ＰＷＭポート
によりＰＷＭ信号を出力する。ＰＷＭ信号は、ＲＣフィルタ回路１３２によりフィルタさ
れた後、安定なアナログ量、即ち第２参考電圧を形成することができる。ＲＣフィルタ回
路１３２は、実現が簡単で、価格が安いという特性を有し、比較的低いコストで第２参考
電圧の調節を実現することができる。
【００８１】
　好ましくは、一部の実施例において、図１４に示されるように、第２調整ユニット１０
１は、制御ユニット１４１と、デジタルポテンショメータ１４２とを備えていてもよい。
デジタルポテンショメータ１４２の制御端が制御ユニット１４１に接続され、デジタルポ
テンショメータ１４２の出力端が電流比較ユニット１１２に接続される。制御ユニット１
４１は、デジタルポテンショメータ１４２の電圧分割比を調整することにより、第２参考
電圧の電圧値を調整する。
【００８２】
　一部の実施例において、制御ユニット１４１は、ＭＣＵであってもよい。ＭＣＵは、Ｉ
２Ｃインターフェースを介してデジタルポテンショメータ１４２の制御端に接続され、デ
ジタルポテンショメータ１４２の電圧分割比を調節するために用いられる。デジタルポテ
ンショメータ１４２の高電位端は、ＶＤＤ、即ち電源端であってもよく、デジタルポテン
ショメータ１４２の低電位端は、接地されてもよい。デジタルポテンショメータ１４２の
出力端（又は調節出力端と称される）が電流比較ユニット１１２に接続され、電流比較ユ
ニット１１２に第２参考電圧を出力するために用いられる。デジタルポテンショメータの
実現が簡単で、価格が安く、比較的低いコストで第２参考電圧の調節を実現することがで
きる。
【００８３】
　好ましくは、一部の実施例において、図１０の実施例に基づき、図１５に示されるよう
に、電流フィードバックユニット１３は、電流サンプリングユニット１５１と、電圧分割
ユニット１５２と、電流比較ユニット１５３とを備えていてもよい。電流サンプリングユ
ニット１５１の入力端が、電力変換ユニット１１に接続され、第２アダプター１０の出力
電流をサンプリングし、第２アダプター１０の出力電流の大きさを示すための第３電圧を
取得するために用いられる。電圧分割ユニット１５２の入力端が電流サンプリングユニッ
ト１５１の出力端に接続され、所定の電圧分割比に基づいて第３電圧を電圧分割し、第２
電圧を生成するために用いられる。電流比較ユニット１５３の入力端が電圧分割ユニット
１５２の出力端に接続され、第２電圧と第２参考電圧とを比較し、第２電圧と第２参考電
圧との比較結果に基づいて、電流フィードバック信号を生成するために用いられる。第２
調整ユニット１０１が電圧分割ユニット１５２に接続され、電圧分割ユニット１５２の電
圧分割比を調整することにより、目標電流の電流値を調整する。
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【００８４】
　図１５の実施例と図１１から図１４の実施例との主な差異は、図１１から図１４の実施
例が電流比較ユニットの参考電圧を調整することにより目標電流の電流値の調整を実現し
、図１５の実施例が電圧分割ユニット１５２の電圧分割比を調整することにより目標電流
の電流値の調整を実現することにある。言い換えると、図１５の実施例において、第２参
考電圧を固定値ＶＲＥＦに設けてもよく、第２アダプターの出力電流が３００ｍＶである
ことが望ましいなら、電圧分割ユニット１５２の電圧分割比を調節して、第２アダプター
の出力電流が３００ｍＶである場合、電圧分割ユニット１５２の出力端の電圧をＶＲＥＦ
に等しくすることができ、同様に、第２アダプターの出力電流が５００ｍＶであることが
望ましいなら、電圧分割ユニット１５２の電圧分割比を調整することにより、第２アダプ
ターの出力電流が５００ｍＶである場合、電圧分割ユニット１５２の出力端の電圧をＶＲ
ＥＦに等しくすることができる。
【００８５】
　本発明の実施例の電圧分割ユニット１５２の実現形態は、複数あり、例えば、デジタル
ポテンショメータを採用して実現してもよく、ディスクリート抵抗器、スイッチ等の素子
により上記電圧分割及び電圧分割比調節という機能を実現してもよい。
【００８６】
　デジタルポテンショメータの実現形態を例として、図１６に示されるように、電圧分割
ユニット１５２は、デジタルポテンショメータ１６１を備え、第２調整ユニット１０１は
、制御ユニット１６２を備える。デジタルポテンショメータ１６１の高電位端が電流サン
プリングユニット１５１の出力端に接続され、デジタルポテンショメータ１６１の低電位
端が接地され、デジタルポテンショメータ１６１の出力端が電流比較ユニット１５３の入
力端に接続される。制御ユニット１６２がデジタルポテンショメータ１６１の制御端に接
続され、デジタルポテンショメータ１６１の電圧分割比を調整するために用いられる。
【００８７】
　上記制御ユニットは、一つの制御ユニットであってもよく、複数の制御ユニットであっ
てもよい。一部の実施例において、上記第１調整ユニット及び第２調整ユニットにおける
制御ユニットは、同一制御ユニットである。
【００８８】
　上記電流比較ユニット１５３の実現形態は、複数あり、一部の実施例において、図１７
に示されるように、電流比較ユニット１５３は、第２オペアンプを備えていてもよい。第
２オペアンプの逆相入力端は、第２電圧を受信するために用いられ、第２オペアンプの同
相入力端は、第２参考電圧を受信するために用いられ、第２オペアンプの出力端は、電流
フィードバック信号を生成するために用いられる。第２オペアンプは、第２誤差増幅器又
は電流誤差増幅器と称されてもよい。
【００８９】
　以上は、図１から図１７に組み合わせて、電圧フィードバックユニット１２及び電流フ
ィードバックユニット１３の実現形態、並びに電圧フィードバックユニット１２に対応す
る目標電圧及び電流フィードバックユニット１３に対応する目標電流の調整方式について
詳しく説明した。以下は、図１８に組み合わせて、電力調整ユニット１４の実現形態につ
いて詳しく説明する。
【００９０】
　好ましくは、一部の実施例において、図１８に示すように、電圧フィードバックユニッ
ト１２は、第１オペアンプを備えていてもよく（図１８に示されてないが、具体的には図
９を参照してもよい）、電圧フィードバックユニット１２の第１オペアンプの出力端は、
電圧フィードバック信号を出力するために用いられる。電流フィードバックユニット１３
は、第２オペアンプを備えていてもよく（図１８に示されてないが、具体的には図１７を
参照してもよい）、電流フィードバックユニット１３の第２オペアンプの出力端は、電流
フィードバック信号を出力するために用いられる。電力調整ユニット１４は、第１ダイオ
ードＤ１と、第２ダイオードＤ２と、光結合ユニット１８１と、ＰＷＭ制御ユニット１８
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２とを備えていてもよい。電圧フィードバックユニット１２の第１オペアンプ（図９を参
照すると、第１オペアンプの出力端は、電圧フィードバック信号を出力するために用いら
れる）の出力端が第１ダイオードＤ１のカソードに接続される。第１ダイオードＤ１のア
ノードが光結合ユニット１８１の入力端に接続される。電流フィードバックユニット１３
の第２オペアンプの出力端（図１７を参照すると、第２オペアンプの出力端は、電流フィ
ードバック信号を出力するために用いられる）が第２ダイオードＤ２のカソードに接続さ
れる。第２ダイオードＤ２のアノードが光結合ユニット１８１の入力端に接続される。光
結合ユニット１８１の出力端がＰＷＭ制御ユニット１８２の入力端に接続される。ＰＷＭ
制御ユニット１８２の出力端が電力変換ユニット１１に接続される。
【００９１】
　なお、本文に現れる第１オペアンプは、同一オペアンプを指してもよい。同様に、本文
に現れる第２オペアンプは、同一オペアンプを指してもよい。
【００９２】
　具体的には、本実施例において、第１オペアンプから出力される電圧信号は、即ち電圧
フィードバック信号であり、第２オペアンプから出力される電圧信号は、即ち電流フィー
ドバック信号であり、第１オペアンプから出力される電圧信号が０である場合、第２アダ
プターの出力電圧が目標電圧に達することを示し、第２オペアンプから出力される電圧信
号が０である場合、第２アダプターの出力端電流が目標電流に達することを示す。第１ダ
イオードＤ１と第２ダイオードＤ２とは、逆並列接続される二つのダイオードであり、第
１オペアンプと第２オペアンプとのうちの何れか一つのオペアンプから出力される電圧信
号が０である場合、図１８におけるフィードバックポイントの電圧が約０である（ダイオ
ードが導通するには、一定の電圧差が必要であるため、フィードバックポイントの実際の
電圧は、０より若干大きく、例えば、０．７Ｖであってもよい）。この場合に、光結合ユ
ニット１８１が安定状態で作動し、ＰＷＭ制御ユニット１８２に安定な電圧信号を出力す
る。そして、ＰＷＭ制御ユニット１８２が、デューティ比が一定のＰＷＭ制御信号を生成
し、電力変換ユニット１１により第２アダプターの出力電圧及び出力電流を安定させる。
言い換えると、第２アダプターの出力電圧と出力電流とのうちのいずれか一つが目標値に
達する場合、逆並列接続される第１ダイオードＤ１と第２ダイオードＤ２とは、直ちにこ
のイベントの発生を検知し、さらに、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を安定させ
る。
【００９３】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプター１０は、第１充電モード及び第２
充電モードを有することができ、第２アダプター１０の第２充電モードでの充電対象機器
（例えば、端末）への充電速度が第２アダプター１０の第１充電モードでの充電対象機器
（例えば、端末）への充電速度より速い。言い換えると、第１充電モードで作動する第２
アダプター１０に比べて、第２充電モードで作動する第２アダプター１０が同じ容量の充
電対象機器（例えば、端末）におけるバッテリを満充電するのにかかる時間のほうがより
短い。
【００９４】
　第２アダプター１０は、制御ユニットを備え、第２アダプター１０が充電対象機器（例
えば、端末）と接続されているプロセスにおいて、制御ユニットが充電対象機器（例えば
、端末）と二方向通信して、第２充電モードの充電プロセスを制御する。制御ユニットは
、上記いずれかの実施例における制御ユニットであってもよく、例えば、第１調整ユニッ
トにおける制御ユニットであってもよいし第２調整ユニットにおける制御ユニットであっ
てもよい。
【００９５】
　第１充電モードは、普通充電モードであってもよい。第２充電モードは、急速充電モー
ドであってもよい。普通充電モードとは、第２アダプターが比較的小さい電流値（一般的
には２．５Ａより小さい）を出力すること、又は比較的小さい電力（一般的には１５Ｗよ
り小さい）で充電対象機器（例えば、端末）におけるバッテリを充電することを指す。普
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通充電モードで比較的大容量のバッテリ（例えば、３０００ｍＡｈ容量のバッテリ）を完
全に満充電しようとするなら、一般的には数時間をかける必要があるが、急速充電モード
で、第２アダプターが比較的大きい電流（一般的には、２．５Ａより大きく、例えば４．
５Ａ、５Ａ、さらに高く）を出力し、又は比較的大きい電力（一般的には１５Ｗ以上であ
る）で充電対象機器（例えば、端末）におけるバッテリを充電することができる。普通充
電モードに比べて、第２アダプターが急速充電モードで同じ容量のバッテリを完全に満充
電するのに必要とする充電時間は、明らかに短縮することができ、充電速度がより速い。
【００９６】
　本発明の実施例は、第２アダプターの制御ユニットと充電対象機器（例えば、端末）と
の通信内容、及び制御ユニットが第２アダプターの第２充電モードでの出力を制御する方
式について具体的に限定せず、例えば、制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）
と通信して、充電対象機器（例えば、端末）におけるバッテリの現在の電圧又は現在の電
気量についてやりとりを行い、バッテリの現在の電圧又は現在の電気量に基づいて、第２
アダプターの出力電圧又は出力電流を調整することができる。以下、具体的な実施例に組
み合わせて、制御ユニットと充電対象機器（例えば、端末）との間の通信内容、及び制御
ユニットが第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御する方式について詳しく説明
する。
【００９７】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と
二方向通信して、第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２アダプターと充電対象
機器（例えば、端末）との間の充電モードをネゴシエーションすることを含んでもよい。
【００９８】
　本発明の実施例において、第２アダプターは、第２充電モードを盲目的に採用して充電
対象機器（例えば、端末）を急速充電するわけではなく、充電対象機器（例えば、端末）
と二方向通信して、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を
急速充電してもよいか否かをネゴシエーションし、このようにすると、充電プロセスの安
全性を向上させることができる。
【００９９】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２ア
ダプターと充電対象機器（例えば、端末）との間の充電モードをネゴシエーションするこ
とは、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）が第２充電モードをオンにするか
否かを問い合わせるための第１コマンドを充電対象機器（例えば、端末）に送信すること
と、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）から送信された、充電対象機器（例
えば、端末）が第２充電モードをオンにすることに同意するか否かを示すための第１コマ
ンドに対する返信コマンドを受信することと、充電対象機器（例えば、端末）が第２充電
モードをオンにすることに同意した場合に、制御ユニットが第２充電モードで充電対象機
器（例えば、端末）を充電することとを含んでもよい。
【０１００】
　本発明の実施例の上記説明は、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）
と充電対象機器（例えば、端末）とのマスター及びスレーブを限定することはない。言い
換えると、制御ユニットと充電対象機器（例えば、端末）とのうちいずれか一方がマスタ
ー装置側として、二方向通信セッションを開始することができる。相応的に、他方がスレ
ーブ装置側としてマスター装置側が開始する通信に対して第１レ応答又は第１返信を出す
。一種の実行可能な方式として、通信プロセスにおいて、第２アダプター側及び充電対象
機器（例えば、端末）側のアースに対するレベルの高さを比較することにより、マスター
及びスレーブ装置の身分を確認することができる。
【０１０１】
　本発明の実施例は、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）と充電対象
機器（例えば、端末）との間の二方向通信の具体的な実現方式を限定していない。つまり
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、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユニット）と充電対象機器（例えば、端末
）とのうちいずれか一方がマスター装置側として通信セッションを開始して、相応的に、
他方がスレーブ装置側として、マスター装置側が開始する通信セッションに対して第１レ
応答又は第１返信を出す。同時に、マスター装置側は、スレーブ装置側からの第１応答又
は第１返信に対して第２応答することができる。即ち、マスター及びスレーブ装置の間で
一回の充電モードに関するネゴシエーションプロセスが完成されたと考えてもよい。一種
の実行可能な実施方式として、マスター及びスレーブ装置側の間で複数回の充電モードに
関するネゴシエーションが完成された後、マスター及びスレーブ装置側の間の充電操作を
実行することにより、ネゴシエーション後の充電プロセスが安全かつ確実に実行されるこ
とを確保することができる。
【０１０２】
　マスター装置側として、スレーブ装置側の通信セッションに対する第１応答又は第１返
信に応じて第２応答を出すことができる一つの方式は、マスター装置側がスレーブ装置側
の通信セッションに対する第１応答又は第１返信を受信し、受信されたスレーブ装置の第
１応答又は第１返信に応じて対応性のある第２応答を出すことができる方式であってもよ
い。一例として、マスター装置側が所定時間内でスレーブ装置側の通信セッションに対す
る第１応答又は第１返信を受信した場合に、マスター装置側は、スレーブ装置の第１応答
又は第１返信に対して対応性のある第２応答を出すことは、具体的に、マスター装置側と
スレーブ装置側とが一回の充電モードに関するネゴシエーションを完成し、マスター装置
側とスレーブ装置側との間がネゴシエーションの結果に基づいて、第１充電モード又は第
２充電モードに従って充電操作を実行し、即ち、第２アダプターがネゴシエーションの結
果に基づいて、第１充電モード又は第２充電モードで作動して充電対象機器（例えば、端
末）を充電する。
【０１０３】
　マスター装置側として、スレーブ装置側の通信セッションに対する第１応答又は第１返
信に応じて、更に第２応答を出すことができる一つの方式は、マスター装置側が所定時間
内でスレーブ装置側の通信セッションに対する第１応答又は第１返信を受信していなくて
も、マスター装置側がスレーブ装置の第１応答又は第１返信に対して対応性のある第２応
答を出すことであってもよい。一例として、マスター装置側が所定時間内でスレーブ装置
側の通信セッションに対する第１応答又は第１返信を受信していなくても、マスター装置
側がスレーブ装置の第１応答又は第１返信に対して対応性のある第２応答を出すことは、
具体的に、マスター装置側とスレーブ装置側とが一回の充電モードに関するネゴシエーシ
ョンを完成し、マスター装置側とスレーブ装置側との間で第１充電モードに従って充電操
作が実行され、即ち、第２アダプターが第１充電モードで作動して充電対象機器（例えば
、端末）を充電する。
【０１０４】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器（例えば、端末）がマスター装置と
して、通信セッションを開始する場合に、第２アダプター（又は第２アダプターの制御ユ
ニット）がスレーブ装置として、マスター装置側が開始する通信セッションに対して第１
応答又は第１返信を出した後、充電対象機器（例えば、端末）が第２アダプターの第１応
答又は第１返信に対して対応性のある第２応答を出さなくても、第２アダプター（又は第
２アダプターの制御ユニット）と充電対象機器（例えば、端末）との間で一回の充電モー
ドに関するネゴシエーションプロセスが完成されたと考えてもよい。さらに、第２アダプ
ターがネゴシエーション結果に基づいて第１充電モード又は第２充電モードで充電対象機
器（例えば、端末）を充電することを決定することができる。
【０１０５】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と
二方向通信して、第２アダプターの第２充電モードでの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２充電モードでの第２ア
ダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電するための充電電圧を決定
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することと、制御ユニットが目標電圧の電圧値を調整して、目標電圧の電圧値が、第２充
電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電するた
めの充電電圧と等しくなるようにすることとを含んでもよい。
【０１０６】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２充
電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電するた
めの充電電圧を決定することは、制御ユニットが、第２アダプターの出力電圧と充電対象
機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧とがマッチングしているか否かを問い合わ
せるための第２コマンドを充電対象機器（例えば、端末）に送信することと、制御ユニッ
トが、充電対象機器（例えば、端末）から送信された、第２アダプターの出力電圧とバッ
テリの現在の電圧とがマッチングしている、高めである又は低めであることを示すための
第２コマンドの返信コマンドを受信することとを含んでもよい。代替的には、第２コマン
ドは、第２アダプターの現在の出力電圧を第２充電モードでの第２アダプターから出力さ
れた充電対象機器（例えば、端末）を充電するための充電電圧とするのが適切であるか否
かを問い合わせることができる。第２コマンドの返信コマンドは、現在の第２アダプター
の出力電圧が適切である、高め又は低めであることを示すことができる。第２アダプター
の現在の出力電圧とバッテリの現在の電圧とがマッチングしている、又は第２アダプター
の現在の出力電圧が第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例
えば、端末）を充電するための充電電圧として適切であることとは、第２アダプターの現
在の出力電圧が、バッテリの現在の電圧よりやや高く、且つ第２アダプターの出力電圧と
バッテリの現在の電圧との間の差が所定範囲内（一般的には、数百ミリボルトの等級）に
あることを指してもよい。
【０１０７】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と
二方向通信して、第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２充電モードでの第２ア
ダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電するための充電電流を決定
することと、制御ユニットが目標電流の電流値を調整して、目標電流の電流値が、第２充
電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電するた
めの充電電流と等しくなるようにすることとを含んでもよい。
【０１０８】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２充
電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電するた
めの充電電流を決定することは、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）の現在
サポートする最大充電電流を問い合わせるための第３コマンドを充電対象機器（例えば、
端末）に送信することと、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）から送信され
た充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流を示すための第３コマ
ンドの返信コマンドを受信することと、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）の
現在サポートする最大充電電流に基づいて、第２充電モードでの第２アダプターから出力
された充電対象機器（例えば、端末）を充電するための充電電流を決定することとを含ん
でもよい。なお、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大
充電電流に基づいて、第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（
例えば、端末）を充電するための充電電流を決定する方式は複数あり、例えば、第２アダ
プターは、充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流を第２充電モ
ードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電するための
充電電流として決定してもよいし、充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最
大充電電流及び自身の電流出力能力などの要素を総合的に考慮した後、第２充電モードで
の第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末）を充電するための充電電
流を決定してもよい。
【０１０９】
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　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と
二方向通信して、第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するプロセスは、第２
アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電するプロセスにおい
て、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２充電モードで
の第２アダプターの出力電流を調整することを含んでもよい。
【０１１０】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２ア
ダプターの出力電流を調整することは、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）の
バッテリの現在の電圧を問い合わせるための第４コマンドを充電対象機器（例えば、端末
）に送信することと、制御ユニットが、第２アダプターから送信された、バッテリの現在
の電圧を示すための第４コマンドの返信コマンドを受信することと、制御ユニットがバッ
テリの現在の電圧に基づいて、第２アダプターの出力電流を調整することとを含んでもよ
い。
【０１１１】
　好ましくは、一部の実施例において、図１９Ａに示すように、第２アダプター１０は、
充電インターフェース１９１を備える。さらに、一部の実施例において、第２アダプター
１０における制御ユニット（図２３に示すＭＣＵ）は、充電インターフェース１９１にお
けるデータケーブル１９２を介して充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信すること
ができる。
【０１１２】
　好ましくは、一部の実施例において、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と
二方向通信して、第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するプロセスは、制御
ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、充電インターフェースが接
触不良であるか否かを決定することを含んでもよい。
【０１１３】
　具体的には、制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、充電イ
ンターフェースが接触不良であるか否かを決定することは、制御ユニットが、充電対象機
器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧を問い合わせるための第４コマンドを充電対
象機器（例えば、端末）に送信することと、制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端
末）から送信された、充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧を示すため
の第４コマンドの返信コマンドを受信することと、制御ユニットが第２アダプターの出力
電圧及び充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧に基づいて、充電インタ
ーフェースが接触不良であるか否かを決定することとを含んでもよい。例えば、制御ユニ
ットが第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば、端末）の現在の電圧との電圧
差が所定電圧閾値より大きいと決定すると、この場合の電圧差を第２アダプターから出力
された現在の電流値で割って得られる抵抗値が、所定抵抗閾値より大きいであることを表
し、充電インターフェースが接触不良であると決定することができる。
【０１１４】
　好ましくは、一部の実施例において、充電インターフェースが接触不良であることは、
充電対象機器（例えば、端末）によって決定されてもよい。充電対象機器（例えば、端末
）が第２アダプターの出力電圧を問い合わせるための第６コマンドを制御ユニットに送信
し、充電対象機器（例えば、端末）が、制御ユニットから送信された、第２アダプターの
出力電圧を示すための第６コマンドの返信コマンドを受信し、充電対象機器（例えば、端
末）が充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧及び第２アダプターの出力
電圧に基づいて、充電インターフェースが接触不良であるか否かを決定する。充電対象機
器（例えば、端末）が、充電インターフェースが接触不良であると決定した後、充電対象
機器（例えば、端末）が、充電インターフェースが接触不良であることを示すための第５
コマンドを制御ユニットに送信する。制御ユニットが第５コマンドを受信した後、第２充
電モードを終了するように第２アダプターを制御することができる。
【０１１５】
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　以下、図１９Ｂに組み合わせて、第２アダプターにおける制御ユニットと充電対象機器
（例えば、端末）との間の通信プロセスをさらに詳しく説明する。なお、図１９Ｂの一例
は、ただ当業者が本発明の実施例を理解するのに力を添えるためのものであって、本発明
の実施例を例示された具体的な数値又は具体的な場面に限定するためのものではない。当
業者は、図１９Ｂに示される一例に基づいて、各種同等の修正又は変更を行うことができ
るのが明らかなことであり、このような修正又は変更も本発明の実施例の範囲内に該当す
る。
【０１１６】
　図１９Ｂに示されるように、第２充電モードでの第２アダプターの出力で充電対象機器
（例えば、端末）を充電するプロセス、即ち充電プロセスは、五つの段階を含んでもよい
。
【０１１７】
　段階１：
　充電対象機器（例えば、端末）が電源供給装置に接続された後、充電対象機器（例えば
、端末）は、データケーブルＤ＋、Ｄ－を介して電源供給装置のタイプを検出することが
できる。電源供給装置が第２アダプターであることを検出した場合に、充電対象機器（例
えば、端末）が受け入れた電流は、所定電流閾値Ｉ２（例えば１Ａであってもよい）より
大きくてもよい。第２アダプターにおける制御ユニットが所定持続時間（例えば、連続的
なＴ１時間）内で第２アダプターの出力電流がＩ２以上であることを検出した場合に、制
御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）の電源供給装置のタイプを認識することが
既に完成されたと判定してもよい。制御ユニットは、第２アダプターと充電対象機器（例
えば、端末）との間のネゴシエーションプロセスを開始し、コマンド１（上記第１コマン
ドに対応する）を充電対象機器（例えば、端末）に送信して、充電対象機器（例えば、端
末）が、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電するこ
とに同意するか否かを問い合わせる。
【０１１８】
　制御ユニットが、充電対象機器（例えば、端末）から送信された、コマンド１の返信コ
マンドを受信し、且つ該コマンド１の返信コマンドが、充電対象機器（例えば、端末）が
、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同
意しないと示した場合に、制御ユニットは、第２アダプターの出力電流を再度に検出する
。第２アダプターの出力電流が所定連続する時間内（例えば、可以は、連続的なＴ１時間
）で依然としてＩ２以上である場合に、制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）
にコマンド１を再送信し、充電対象機器（例えば、端末）が、第２アダプターが第２充電
モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意するか否かを問い合わせる
。制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）が、第２アダプターが第２充電モード
で充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意する、又は第２アダプターの出力
電流がＩ２以上であるという条件を満たさないまで段階１の上記ステップを繰り返す。
【０１１９】
　充電対象機器（例えば、端末）が、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（
例えば、端末）を充電することに同意した後、通信プロセスが第２段階に入る。
【０１２０】
　段階２：
　第２アダプターの出力電圧は、複数のグレードを含んでもよい。制御ユニットが充電対
象機器（例えば、端末）にコマンド２（上記第２コマンドに対応する）を送信して、第２
アダプターの出力電圧（現在の出力電圧）と充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの
現在の電圧とがマッチングしているか否かを問い合わせる。
【０１２１】
　充電対象機器（例えば、端末）が制御ユニットにコマンド２の返信コマンドを送信し手
、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧と
がマッチングしている、高めである又は低めであることを示す。コマンド２に対する返信
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コマンドが第２アダプターの出力電圧が高めである又は低めであることを示した場合に、
制御ユニットは、第２アダプターの出力電圧を１グレード調整し、充電対象機器（例えば
、端末）にコマンド２を再送信して、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば
、端末）のバッテリの現在の電圧とがマッチングしているか否かを再度に問い合わせるこ
とができる。充電対象機器（例えば、端末）が第２アダプターの出力電圧と充電対象機器
（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧とがマッチングしていると決定するまで段階２
の上記ステップを繰り返して、３段階に入る。
【０１２２】
　段階３：
　制御ユニットが充電対象機器（例えば、端末）にコマンド３（上記第３コマンドに対応
する）を送信して、充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流を問
い合わせる。充電対象機器（例えば、端末）が制御ユニットにコマンド３の返信コマンド
を送信して、充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流を示して、
第４段階に入る。
【０１２３】
　段階４：
　制御ユニットは、充電対象機器（例えば、端末）の現在サポートする最大充電電流に基
づいて、第２充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器（例えば、端末
）を充電するための充電電流を決定した後、定電流充電段階である段階５に入る。
【０１２４】
　段階５：
　定電流充電段階に入った後、制御ユニットは、一定時間ごとに充電対象機器（例えば、
端末）にコマンド４（上記第４コマンドに対応する）を送信して、充電対象機器（例えば
、端末）のバッテリの現在の電圧を問い合わせることができる。充電対象機器（例えば、
端末）は、制御ユニットにコマンド４の返信コマンドを送信して、充電対象機器（例えば
、端末）のバッテリの現在の電圧をフィードバックすることができる。制御ユニットは、
充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧に基づいて、充電インターフェー
スが接触良好であるか否か、及び第２アダプターの出力電流を低下させる必要があるか否
かを判断することができる。第２アダプターが、充電インターフェースが接触不良である
と判断した場合に、充電対象機器（例えば、端末）にコマンド５（上記第５コマンドに対
応する）を送信することができ、第２アダプターは、第２充電モードを終了し、その後、
リセットして再度に段階１に入る。
【０１２５】
　好ましくは、一部の実施例において、段階１において、充電対象機器（例えば、端末）
がコマンド１の返信コマンドを送信する場合に、コマンド１の返信コマンドは、該充電対
象機器（例えば、端末）の通路抵抗のデータ（又は情報）を運ぶことができる。充電対象
機器（例えば、端末）の通路抵抗データは、段階５で充電インターフェースの接触が良好
であるか否かを判断するためのものである。
【０１２６】
　好ましくは、一部の実施例において、段階２において、充電対象機器（例えば、端末）
が、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに
同意した時点から、制御ユニットが第２アダプターの出力電圧を適切な充電電圧に調整す
る時点までかかった時間は、一定範囲内に制御することができる。時間が所定範囲を超え
ると、第２アダプター又は充電対象機器（例えば、端末）は、急速充電通信プロセスが異
常であると判定し、リセットして再度に段階１に入ることができる。
【０１２７】
　好ましくは、一部の実施例において、段階２において、第２アダプターの出力電圧が充
電対象機器（例えば、端末）のバッテリの現在の電圧よりΔＶ（ΔＶは、２００～５００
ｍＶとしてもよい）高い場合に、充電対象機器（例えば、端末）は、制御ユニットにコマ
ンド２の返信コマンドを送信して、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器（例えば、
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端末）のバッテリ電圧とがマッチングしていることを示すことができる。
【０１２８】
　好ましくは、一部の実施例において、段階４において、第２アダプターの出力電流の調
整速度は、一定範囲内に制御することができる。このようにすると、調整速度が速すぎる
ことによる第２充電モードでの第２アダプターの出力が充電対象機器（例えば、端末）を
充電するプロセスの異常の発生を避けることができる。
【０１２９】
　好ましくは、一部の実施例において、段階５において、第２アダプターの出力電流の変
化幅は、５％以内に制御することができる。
【０１３０】
　好ましくは、一部の実施例において、段階５において、制御ユニットは、充電回路の通
路抵抗をリアルタイムにモニターリングすることができる。具体的には、制御ユニットは
、第２アダプターの出力電圧ト、出力電流と、充電対象機器（例えば、端末）によってフ
ィードバックされたバッテリの現在の電圧とに基づいて、充電回路の通路抵抗をモニター
リングすることができる。「充電回路の通路抵抗」＞「充電対象機器（例えば、端末）の
通路抵抗＋充電ケーブルの抵抗器」の場合に、充電インターフェースが接触不良であると
判定することができ、第２アダプターは第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）
を充電するのを停止する。
【０１３１】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器
（例えば、端末）を充電するのを開始した後、制御ユニットと充電対象機器（例えば、端
末）との間の通信時間の間隔は、一定範囲内に制御することができ、通信間隔が短すぎる
ことによる通信プロセスの異常の発生を避ける。
【０１３２】
　好ましくは、一部の実施例において、充電プロセスの停止（又は第２アダプターが第２
充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電するプロセスの停止）は、回復可能な
停止と回復不可能な停止との２種類に分けることができる。
【０１３３】
　例えば、充電対象機器（例えば、端末）のバッテリの満充電されたこと又は充電インタ
ーフェースが接触不良であることが検出された場合に、充電プロセスが停止され、充電通
信プロセスがリセットされ、充電プロセスが再度に段階１に入る。その後、充電対象機器
（例えば、端末）が、第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）
を充電することに同意しないと、通信プロセスは段階２に入らない。このような場合の充
電プロセスの停止は、回復不可能な停止と見なされてもよい。
【０１３４】
　また、例えば、制御ユニットと充電対象機器（例えば、端末）との間に通信異常が現れ
た場合に、充電プロセスが停止され、充電通信プロセスがリセットされ、充電プロセスが
再度に段階１に入る。段階１の需要が満たされた後、充電対象機器（例えば、端末）が、
第２アダプターが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意
して、充電プロセスを回復する。このような場合の充電プロセスの停止は、回復可能な停
止と見なされてもよい。
【０１３５】
　また、例えば、充電対象機器（例えば、端末）がバッテリに異常が現れたことを検出し
た場合に、充電プロセスが停止され、充電通信プロセスがリセットされ、充電プロセスが
再度に段階１に入る。その後、充電対象機器（例えば、端末）が、第２アダプターが第２
充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意しない。バッテリが正
常に回復して、段階１の需要を満たした後、充電対象機器（例えば、端末）が、第２アダ
プターが第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意する。こ
のような場合の急速充電プロセスの停止は、回復可能な停止と見なされてもよい。
【０１３６】
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　以上、図１９Ｂに示す通信ステップ又は操作は一例に過ぎない。例えば、段階１におい
て、充電対象機器（例えば、端末）が第２アダプターに接続された後、充電対象機器（例
えば、端末）と制御ユニットとの間のハンドシェイク通信は、充電対象機器（例えば、端
末）によって開始されてもよく、即ち、充電対象機器（例えば、端末）がコマンド１を送
信し、制御ユニットが第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせる。充電対象機器
（例えば、端末）が、制御ユニットから送信された、制御ユニットが、第２アダプターが
第２充電モードで充電対象機器（例えば、端末）を充電することに同意することを示す返
信コマンドを受信した場合に、第２アダプターは、第２充電モードで充電対象機器（例え
ば、端末）のバッテリを充電し始める。
【０１３７】
　また、例えば、段階５の後、定電圧充電段階をさらに含んでもよい。具体的には、段階
５において、充電対象機器（例えば、端末）は、制御ユニットにバッテリの現在の電圧を
フィードバックすることができ、バッテリの現在の電圧が定電圧充電電圧閾値に達した場
合に、充電段階は、定電流充電段階から定電圧充電段階に入る。定電圧充電段階において
、充電電流が次第に減少していき、電流がある閾値に低下した場合に、充電のプロセスの
全体が停止され、充電対象機器（例えば、端末）のバッテリが満充電されることを表す。
【０１３８】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターの出力電流が脈動直流である（ま
た、単方向脈動の出力電流と称されてもよく、また、脈動波形の電流と称されてもよく、
また、饅頭波電流と称されてもよい）。脈動直流の波形は、図２０に示される。
【０１３９】
　第２アダプターの出力電力が大きくなるとともに、第２アダプターが充電対象機器（例
えば、端末）内の電池を充電する場合、電池のリチウム析出現象が容易に引き起こされ、
したがって、電池の使用寿命が低下する。電池の信頼性及び安全性を向上させるために、
本発明の実施例は、脈動直流を出力するように第２アダプターを制御する。脈動直流は、
充電インターフェースの接点のアーク放電の確率及び強度を減少し、充電インターフェー
スの寿命を向上させることができる。第２アダプターの出力電流を脈動直流に設ける方式
は、複数あってもよく、例えば、電力変換ユニット１１における２次フィルタユニットを
取り外して、整流された後の２次電流を、直接に出力し、脈動直流を形成してもよい。
【０１４０】
　さらに、図２１に示されるように、上記いずれかの実施例のもとで、第２アダプター１
０は、第１充電モード及び第２充電モードを有することができる。第２アダプターの第２
充電モードでの充電対象機器（例えば、端末）への充電速度は、第２アダプターの第１充
電モードでの充電対象機器（例えば、端末）への充電速度より速い。電力変換ユニット１
１は、２次フィルタユニット２１１を備えていてもよい、第２アダプター１０は、２次フ
ィルタユニット２１１に接続される制御ユニット２１２を備えていてもよい。第１充電モ
ードにおいて、制御ユニット２１２は、作動するように２次フィルタユニット２１１を制
御して、第２アダプター１０の出力電圧の電圧値が一定であるようにする。第２充電モー
ドおいて、制御ユニット２１２は作動を停止するように２次フィルタユニット２１１を制
御して、第２アダプター１０の出力電流が脈動直流であるようにする。
【０１４１】
　本発明の実施例において、制御ユニットは、２次フィルタユニットが作動するか否かを
制御することにより、第２アダプターは電流値が一定である普通直流電流を出力すること
ができるほか、電流値が変化する脈動直流電流を出力することもでき、従来の充電モード
を兼ねている。
【０１４２】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプター１０は、第２充電モードをサポー
トする。第２充電モードは、定電流モードであってもよく、第２充電モードにおいて、第
２アダプターの出力電流が交流であり、交流も同じくリチウム電池セルのリチウム析出現
象を低減し、電池セルの使用寿命を向上させることができる。
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【０１４３】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプター１０は、第２充電モードをサポー
トし、第２充電モードは、定電流モードであってもよく、第２充電モードにおいて、第２
アダプターの出力電圧及び出力脈動電流が直接充電対象機器（例えば、端末）のバッテリ
の両端に印加され、バッテリを直接充電する。
【０１４４】
　具体的には、直接充電とは、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を直接充電対象機
器（例えば、端末）のバッテリの両端に印加して（又は直接ガイドする）、充電対象機器
（例えば、端末）のバッテリを充電し、途中で変換回路によって第２アダプターの出力電
流又は出力電圧を変換する必要がなく、変換プロセスによるエネルギーの損失が避けられ
ることを指してよい。第２充電モードで充電するプロセスにおいて、充電回路における充
電電圧又は充電電流を調整できるために、第２アダプターを知能的なアダプターとして設
計することができ、第２アダプターにより充電電圧又は充電電流の変換を完成する。この
ようにすると、充電対象機器（例えば、端末）の負担を軽減し、充電対象機器の発熱量を
低下させることができる。本文における定電流モードとは、第２アダプターの出力電流を
制御する充電モードを指し、第２アダプターの出力電流が一定に維持されて変動しないこ
とを要求することではない。実際に第２アダプターが定電流モードで一般的には多段階定
電流の方式で充電する。
【０１４５】
　多段階定電流充電（Ｍｕｌｔｉ－ｓｔａｇｅ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃ
ｈａｒｇｉｎｇ）がＮ個の充電段階（Ｎが２以上の整数である）を有する。多段階定電流
充電は、所定の充電電流で第１段階の充電を始めることができる。多段階定電流充電のＮ
個の充電段階は、第１段階から第（Ｎ－１）段階まで順次に実行される。充電段階のうち
前の充電段階が次の充電段階に入った後、充電電流値が小さくなる。バッテリ電圧が充電
終止電圧閾値に達した場合に、充電段階のうち前の充電段階が次の充電段階に入ることに
なる。
【０１４６】
　さらに、第２アダプターの出力電流が脈動直流電流である場合に、定電流モードとは、
脈動直流電流のピーク値又は平均値を制御する充電モードを指してもよい。即ち、図２２
に示されるように、第２アダプターの出力電流のピーク値が定電流モードに対応する電流
を超えないように制御する。また、第２アダプターの出力電流が交流である場合に、定電
流モードは、交流のピーク値を制御する充電モードを指してもよい。
【０１４７】
　以下、具体的な一例に組み合わせて、本発明の実施例をさらに詳しく説明する。なお、
図２３の一例は、ただ当業者が本発明の実施例を理解するのに力を添えるためのものであ
って、本発明の実施例を例示された具体的な数値又は具体的な場面に限定するためのもの
ではない。当業者は、提供される図２３の一例に基づいて、各種同等の修正又は変更を行
うことができるのは明らかなことであり、このような修正又は変更も本発明の実施例の範
囲内に該当する。
【０１４８】
　第２アダプターは、電力変換ユニット（上記の電力変換ユニット１１に対応する）を備
える。図２３に示されるように、該電力変換ユニットは、交流電流ＡＣの入力端と、１次
整流ユニット２３１と、変圧器Ｔ１と、２次整流ユニット２３２と、２次フィルタユニッ
ト２３３とを備えていてもよい。
【０１４９】
　具体的には、交流電流ＡＣの入力端が商用電源（一般的には、２２０Ｖの交流電流であ
る）を導入して、商用電源を１次整流ユニット２３１に供給する。
【０１５０】
　１次整流ユニット２３１は、商用電源を第１脈動直流に変換し、第１脈動直流を変圧器
Ｔ１に供給する。１次整流ユニット２３１は、ブリッジ整流ユニットであってもよく、例
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えば、図２３に示されるようなフルブリッジ整流ユニットであってもよいし、又は、ハー
フブリッジ整流ユニットであってもよい。本発明の実施例は、これについて具体的に限定
しない。
【０１５１】
　従来のアダプターの１次側は、１次フィルタユニットを備え、１次フィルタユニットは
、一般的には、液体アルミニウム電解コンデンサによりフィルタを行うが、液体アルミニ
ウム電解コンデンサの体積が比較的大きいため、アダプターの体積は、比較的大きいであ
り、本発明の実施例により提供される第２アダプターの１次側は、１次フィルタユニット
を含まず、このようにして、第２アダプターの体積を大幅に減少することができる。
【０１５２】
　変圧器Ｔ１は、第１脈動直流電流を変圧器の１次より２次に結合して、第２脈動直流を
取得し、トランスＴ１の２次巻線により該第２脈動直流を出力するために用いられる。変
圧器Ｔ１は、普通の変圧器であってもよいし、作動周波数が５０ＫＨｚ～２ＭＨｚである
高周波変圧器であってもよい。変圧器Ｔ１の１次巻線の数及び接続形式が第２アダプター
において採用されるスイッチング電源のタイプに関連し、本発明の実施例は、これについ
て具体的に限定しない。図２３に示されるように、第２アダプターは、フライバックスイ
ッチング電源を採用する。変圧器の１次巻線の一端が１次整流ユニット２３１に接続され
、１次巻線の他端がＰＷＭコントローラによって制御されるスイッチに接続されてもよい
。無論、第２アダプターは、順方向スイッチング電源又はプッシュプルスイッチング電源
を採用する第２アダプターであってもよい。異なるタイプのスイッチング電源における１
次整流ユニット及び変圧器は、それぞれの接続形式を有し、簡潔のために、ここでは、枚
挙しない。
【０１５３】
　２次整流ユニット２３２は、変圧器Ｔ１の２次巻線から出力される第２脈動直流を整流
して、第３脈動直流を取得する。２次整流ユニット２３２の形式は複数あり、図２３に示
されるのは、一種の典型的な２次同期整流回路であり、該同期整流回路は、同期整流（Ｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ，ＳＲ）チップと、該ＳＲチップによって制
御されるＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ，ＭＯＳ）トラ
ンジスタと、ＭＯＳトランジスタのソース電極及びドレイン電極の両端に接続されるダイ
オードとを備える。ＳＲチップがＭＯＳトランジスタのゲート電極にＰＷＭ制御信号を送
信し、ＭＯＳトランジスタの導通及び遮断を制御して、２次同期整流を実現する。
【０１５４】
　２次フィルタユニット２３３は、２次整流ユニット２３２から出力される第２脈動直流
を整流して、第２アダプターの出力電圧及び出力電流（即ち、図２３におけるＶＢＵＳ及
びＧＮＤの両端の電圧及び電流である）を取得するために用いられる。図２３の実施例に
おいて、２次フィルタユニット２３３におけるコンデンサは、固体コンデンサ、又は固体
コンデンサと普通のコンデンサ（例えば、セラミックコンデンサ）とを並列接続する方式
を採用してフィルタを行うことができる。
【０１５５】
　さらに、２次フィルタユニット２３３は、図２３におけるスイッチトランジスタＱ１の
ようなスイッチユニットをさらに備えていてもよい。スイッチトランジスタＱ１は、ＭＣ
Ｕから送信される制御信号を受信する。ＭＣＵがオンになるようにスイッチトランジスタ
Ｑ１を制御する場合、２次フィルタユニット２３３が作動し、第２アダプターが第１充電
モードで作動するようにする。第１充電モードにおいて、第２アダプターの出力電圧が５
Ｖであってもよく、出力電流が安定な直流であってもよい。ＭＣＵがオフになるようにス
イッチトランジスタＱ１を制御する場合、２次フィルタユニット２３３が作動を停止し、
第２アダプターが第２充電モードで作動する。第２充電モードにおいて、第２アダプター
は、２次整流ユニット２３２により整流された脈動直流を直接に出力する。
【０１５６】
　さらに、第２アダプターは、電圧フィードバックユニットを備えていてもよい（上記電
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圧フィードバックユニット１２に対応する）。図２３に示されるように、電圧フィードバ
ックユニットは、抵抗器Ｒ１と、抵抗器Ｒ２と、第１オペアンプＯＰＡ１とを備えていて
もよい。
【０１５７】
　具体的には、抵抗器Ｒ１及び抵抗器Ｒ２は、第２アダプターの出力電圧の大きさを示す
ために、第２アダプターの出力電圧（即ち、ＶＢＵＳの電圧）をサンプリングし、サンプ
リングされた第１電圧をＯＰＡ１の逆相入力端に送信する。第１オペアンプＯＰＡ１の同
相入力端がＤＡＣ１を介してＭＣＵのＤＡＣ１ポートに接続される。ＭＣＵは、ＤＡＣ１
から出力されるアナログ量の大きさを制御することにより、第１オペアンプＯＰＡ１の参
考電圧（上記第１参考電圧に対応する）の電圧値を調節し、さらに、電圧フィードバック
ユニットに対応する目標電圧の電圧値を調節する。
【０１５８】
　さらに、第２アダプターは、電流フィードバックユニットを備えていてもよい（上記電
流フィードバックユニット１３に対応する）。図２３に示されるように、電流フィードバ
ックユニットは、抵抗器Ｒ３と、検流計と、抵抗器Ｒ４と、抵抗器Ｒ５と、第２オペアン
プＯＰＡ２とを備えていてもよい。
【０１５９】
　具体的には、抵抗器Ｒ３が検流抵抗器である。検流計は、抵抗器Ｒ３を流れる電流を測
定することにより、第２アダプターの出力電流を取得し、そして、第２アダプターの出力
電流を対応する電圧値に変換して抵抗器Ｒ４及び抵抗器Ｒ５の両端に出力し、電圧分割を
行い、第２電圧を取得する。第２電圧は、第２アダプターの出力電流の大きさを示すため
に用いられてもよい。第２オペアンプＯＰＡ２の逆相入力端は、第２電圧を受信するため
に用いられる。第２オペアンプＯＰＡ２の同相入力端は、ＤＡＣ２を介してＭＣＵのＤＡ
Ｃ２ポートに接続される。ＭＣＵは、ＤＡＣ２から出力されるアナログ量の大きさを制御
することにより、第２オペアンプＯＰＡ２の参考電圧（上記第２参考電圧に対応する）の
電圧値を調節し、さらに、電流フィードバックユニットに対応する目標電流の電流値を調
節する。
【０１６０】
　第２アダプターは、電力調整ユニットをさらに備えていてもよい（上記電力調整ユニッ
ト１４に対応する）。図２３に示されるように、電力調整ユニットは、第１ダイオードＤ
１と、第２ダイオードＤ２と、光結合ユニット２３４と、ＰＷＭコントローラと、スイッ
チトランジスタＱ２とを備えていてもよい。
【０１６１】
　具体的には、第１ダイオードＤ１と第２ダイオードＤ２とは、二つの逆並列接続される
ダイオードであり、第１ダイオードＤ１及び第２ダイオードＤ２のアノードが図２３に示
されるフィードバックポイントに接続される。光結合ユニット２３４の入力端は、フィー
ドバックポイントの電圧信号を受信するために用いられる。フィードバックポイントの電
圧が光結合ユニット２３４の作動電圧ＶＤＤより低い場合、光結合ユニット２３４は、作
動し始め、ＰＷＭコントローラのＦＢ端にフィードバック電圧を提供する。ＰＷＭコント
ローラは、ＣＳ端とＦＢ端の電圧を比較することにより、ＰＷＭ端から出力されるＰＷＭ
信号のデューティ比を制御する。第１オペアンプＯＰＡ１から出力される電圧信号（即ち
上記電圧フィードバック信号である）が０であり、又は第２オペアンプＯＰＡ２から出力
される電圧信号（即ち上記電流フィードバック信号である）が０である場合、ＦＢ端の電
圧が安定し、ＰＷＭコントローラのＰＷＭ端から出力されるＰＷＭ制御信号のデューティ
比が一定に維持する。ＰＷＭコントローラのＰＷＭ端は、スイッチトランジスタＱ２を介
してトランスＴ１の１次巻線に接続され、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を制御
するために用いられる。ＰＷＭ端から発する制御信号のデューティ比が一定である場合、
第２アダプターの出力電圧及び出力電流は、安定を維持する。
【０１６２】
　さらに、図２３の第２アダプターは、第１調整ユニットと、第２調整ユニットと、をさ
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らに備える。図２３に示されるように、第１調整ユニットは、ＭＣＵ（上記制御ユニット
に対応する）と、ＤＡＣ１とを備え、第１オペアンプＯＰＡ１の参考電圧の電圧値を調整
し、さらに、電圧フィードバックユニットに対応する目標電圧の電圧値を調整するために
用いられる。第２調整ユニットは、ＭＣＵ（上記制御ユニットに対応する）と、ＤＡＣ２
とを備え、第２オペアンプＯＰＡ２の参考電圧を調整し、さらに、電流フィードバックユ
ニットに対応する目標電流の電流値を調整するために用いられる。
【０１６３】
　ＭＣＵは、第２アダプターの現在使用している充電モードに基づいて目標電圧の電圧値
及び目標電流の電流値を調整することができる。例えば、第２アダプターが定電圧モード
で充電する場合、目標電圧を定電圧モードに対応する電圧に調整し、目標電流を定電圧モ
ードで出力が許容される最大電流に調整することができる。また他の一例として、第２ア
ダプターが定電流モードで充電する場合、目標電流を定電流モードに対応する電流に調整
し、目標電圧を定電流モードで出力が許容される最大電圧に調整することができる。
【０１６４】
　一例を挙げて説明すると、定電圧モードにおいて、目標電圧を一定の電圧値（例えば５
Ｖ）に調整することができる。１次側に１次フィルタユニットが設けられていないことを
考えると（１次フィルタユニットは、体積の比較的大きい液体アルミニウム電解コンデン
サを採用し、第２アダプターの体積を減少するために、本発明の実施例は、１次フィルタ
ユニットを取り外す）、２次フィルタユニット２３３の負荷能力が限られていて、目標電
流を５００ｍＡ又は１Ａに設けることができる。第２アダプターは、先ず電圧フィードバ
ックループにより出力電圧を５Ｖに調整する。第２アダプターの出力電流が目標電流に達
すると、電流フィードバックループにより目標電流を超えないように第２アダプターの出
力電流を制御する。定電流モードにおいて、目標電流を４Ａに設け、目標電圧を５Ｖに設
けることができる。第２アダプターの出力電流が脈動直流であるため、電流フィードバッ
クループにより４Ａより高い電流をクリッピング処理して、脈動直流の電流ピーク値を４
Ａに維持させる。第２アダプターの出力電圧が目標電圧を超えると、目標電圧を超えない
ように電圧フィードバックループにより第２アダプターの出力電圧を制御する。
【０１６５】
　また、ＭＣＵは、通信インターフェースをさらに備えていてもよい。ＭＣＵは、該通信
インターフェースを介して充電対象機器（例えば、端末）と二方向通信して、第２アダプ
ターの充電プロセスを制御することができる。充電インターフェースがＵＳＢインターフ
ェースであるのを一例とし、通信インターフェースは、ＵＳＢインターフェースであって
もよい。具体的には、第２アダプターは、ＵＳＢインターフェースにおける電源コードを
用いて充電対象機器（例えば、端末）を充電し、ＵＳＢインターフェースにおけるデータ
ケーブル（Ｄ＋及び／又はＤ－）を用いて充電対象機器（例えば、端末）と通信すること
ができる。
【０１６６】
　また、光結合ユニット２３４は、さらに、電圧レギュレータユニットに接続されてもよ
く、光結合の作動電圧が安定に維持されるようにする。図２３に示されるように、本発明
の実施例における電圧レギュレータユニットは、低ドロップアウトレギュレータ（Ｌｏｗ
　Ｄｒｏｐｏｕｔ　Ｒｅｇｕｌａｔｏｒ，ＬＤＯ）を採用することにより、実現すること
ができる。
【０１６７】
　図２３は、制御ユニット（ＭＣＵ）がＤＡＣ１により第１オペアンプＯＰＡ１の参考電
圧を調整することを一例として、例示的な説明を行うものであり、このような参考電圧の
調整方式は、図４に示される参考電圧の調整方式に対応するが、本発明の実施例は、これ
に限定されず、図５から図８に記載されるいずれか一つの参考電圧の調整方式を採用して
もよく、簡潔のために、ここでは詳述しない。
【０１６８】
　図２３は、制御ユニット（ＭＣＵ）がＤＡＣ２により第２オペアンプＯＰＡ２の参考電
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圧を調整することを一例として、例示的な説明を行うものであり、このような参考電圧の
調整方式は、図１２に示される参考電圧の調整方式に対応するが、本発明の実施例は、こ
れに限定されず、図１３から図１６に記載されるいずれか一つの参考電圧の調整方式を採
用してもよく、簡潔のために、ここでは詳述しない。
【０１６９】
　以上、図１から図２３に組み合わせて、本発明の装置の実施例を詳しく説明した。以下
、図２４に組み合わせて、本発明の実施形態の方法の実施例を詳しく説明し、なお、方法
の説明と装置の説明とが互いに対応しており、簡潔のために、重複した説明を適宜に省略
する。
【０１７０】
　図２４は、本発明の実施形態に係る充電制御方法の概略フローチャートである。図２４
の充電方法は、上記第２アダプター１０により実行してもよく、方法は、以下のような動
作を含んでもよい。
　２４１０、入力される交流を変換して、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を取得
する。
　２４２０、第２アダプターの出力電圧を測定して、第２アダプターの出力電圧が所定の
目標電圧に達するか否かを示す電圧フィードバック信号を生成する。
　２４３０、第２アダプターの出力電流を測定して、第２アダプターの出力電流が所定の
目標電流に達するか否かを示す電流フィードバック信号を生成する。
　２４４０、電圧フィードバック信号が第２アダプターの出力電圧が目標電圧に達するこ
とを示す、又は電流フィードバック信号が第２アダプターの出力電流が目標電流に達する
ことを示す場合に、第２アダプターの出力電圧及び出力電流を安定させる。
【０１７１】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１充電モードを有し、第１
充電モードが定電圧モードである。定電圧モードにおいて、目標電圧が定電圧モードに対
応する電圧であり、目標電流が第２アダプターの定電圧モードにおける出力が許容される
最大電流である。図２４の方法は、電圧フィードバック信号に基づいて、第２アダプター
の出力電圧を定電圧モードに対応する電圧に調整するステップをさらに含んでもよい。２
４４０において、電流フィードバック信号が第２アダプターの出力電流が第２アダプター
の定電圧モードにおける出力が許容される最大電流に達することを示す場合、第２アダプ
ターの定電圧モードにおける出力が許容される最大電流を超えないように第２アダプター
の出力電流を制御するステップを含んでもよい。
【０１７２】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、１次整流ユニットと、トラン
スと、２次整流ユニットと、２次フィルタユニットとを備え、前記１次整流ユニットは、
脈動式の電圧を前記トランスに直接に出力する。
【０１７３】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターの定電圧モードにおける出力が許
容される最大電流は、２次フィルタユニットにおけるコンデンサの容量に基づいて決定さ
れる。
【０１７４】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第２充電モードをサポートす
る。第２充電モードが定電流モードである。定電流モードにおいて、目標電圧が第２アダ
プターの定電流モードにおける出力が許容される最大電圧であり、目標電流が定電流モー
ドに対応する電流である。図２４の方法は、電流フィードバック信号に基づいて、第２ア
ダプターの出力電流を定電流モードに対応する電流に調整するステップをさらに含む。２
４４０において、電圧フィードバック信号が第２アダプターの出力電圧が第２アダプター
の定電流モードにおける出力が許容される最大電圧に達することを示す場合、第２アダプ
ターの定電流モードにおける出力が許容される最大電圧を超えないように第２アダプター
の出力電圧を制御するステップを含んでもよい。
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【０１７５】
　好ましくは、一部の実施例において、図２４の方法は、目標電圧の値を調整するステッ
プをさらに含んでもよい。
【０１７６】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１充電モード及び第２充電
モードを有し、前記目標電圧の値を調整するステップは、第２アダプターの現在使用して
いる第１充電モード又は第２充電モードに基づいて、目標電圧の値を調整するステップを
含んでもよい。
【０１７７】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターの出力電圧を測定して、電圧フィ
ードバック信号を生成するステップは、第２アダプターの出力電圧をサンプリングして、
第１電圧を取得するステップと、第１電圧と第１参考電圧とを比較するステップと、第１
電圧と第１参考電圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号を生成するステッ
プと、を含んでもよい。目標電圧の値を調整するステップは、第１参考電圧の値を調整す
ることにより、目標電圧の値を調整するステップを含む。
【０１７８】
　好ましくは、一部の実施例において、第１参考電圧の値は、第１のＤＡＣにより調整さ
れる。
【０１７９】
　好ましくは、一部の実施例において、第１参考電圧の値は、ＲＣフィルタユニットによ
り調整される。
【０１８０】
　好ましくは、一部の実施例において、第１参考電圧の値は、デジタルポテンショメータ
により調整される。
【０１８１】
　第２アダプターの出力電圧を測定して、電圧フィードバック信号を生成するステップは
、所定の電圧分割比に基づいて第２アダプターの出力電圧を電圧分割して、第１電圧を生
成するステップと、第１電圧と第１参考電圧とを比較するステップと、第１電圧と第１参
考電圧との比較結果に基づいて、電圧フィードバック信号を生成するステップとを含んで
もよく、目標電圧の値を調整するステップは、電圧分割比を調整することにより、目標電
圧の電圧値を調整するステップを含んでもよい。
【０１８２】
　好ましくは、一部の実施例において、電圧分割比は、デジタルポテンショメータの電圧
分割比である。
【０１８３】
　好ましくは、一部の実施例において、図２４の方法は、目標電流の電流値を調整するス
テップをさらに含んでもよい。
【０１８４】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１充電モード及び第２充電
モードを有する。目標電流の電流値を調整するステップは、第２アダプターの現在使用し
ている第１充電モード又は第２充電モードに基づいて、目標電流の電流値を調整するステ
ップを含んでもよい。
【０１８５】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターの出力電流を測定して、電流フィ
ードバック信号を生成するステップは、第２アダプターの出力電流をサンプリングして、
第２アダプターの出力電流の大きさを示すための第２電圧を取得するステップと、第２電
圧と第２参考電圧とを比較するステップと、第２電圧と第２参考電圧との比較結果に基づ
いて、電流フィードバック信号を生成するステップとを含んでもよく、目標電流の電流値
を調整するステップは、第２参考電圧の電圧値を調整することにより、目標電流の電流値
を調整するステップを含んでもよい。
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【０１８６】
　好ましくは、一部の実施例において、第２参考電圧の値は、第２のＤＡＣにより調整さ
れる。
【０１８７】
　好ましくは、一部の実施例において、第２参考電圧の値は、ＲＣフィルタユニットによ
り調整される。
【０１８８】
　好ましくは、一部の実施例において、第２参考電圧の値は、デジタルポテンショメータ
により調整される。
【０１８９】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターの出力電流を測定して、電流フィ
ードバック信号を生成するステップは、第２アダプターの出力電流をサンプリングして、
第２アダプターの出力電流の大きさを示すための第３電圧を取得するステップと、所定の
電圧分割比に基づいて、第３電圧を電圧分割して、第２電圧を生成するステップと、第２
電圧と第２参考電圧とを比較するステップと、第２電圧と第２参考電圧との比較結果に基
づいて、電流フィードバック信号を生成するステップとを含んでもよく、目標電流の電流
値を調整するステップは、電圧分割比を調整することにより、目標電流の電流値を調整す
るステップを含んでもよい。
【０１９０】
　好ましくは、一部の実施例において、電圧分割比は、デジタルポテンショメータの電圧
分割比である。
【０１９１】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１充電モード及び第２充電
モードを有する。第２アダプターの第２充電モードでの充電対象機器への充電速度は、第
２アダプターの第１充電モードでの充電対象機器への充電速度より速い。図２４の方法は
、第２アダプターが充電対象機器と接続されているプロセスにおいて、充電対象機器と二
方向通信して、第２充電モードでの第２アダプターの出力を制御するステップをさらに含
んでもよい。
【０１９２】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モード
での第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と二方向通信して、第２
アダプターと充電対象機器との間の充電モードをネゴシエーションするステップを含んで
いてもよい。
【０１９３】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２アダプター
と充電対象機器との間の充電モードをネゴシエーションするステップは、充電対象機器が
第２充電モードをオンにするか否かを問い合わせるための第１コマンドを充電対象機器に
送信するステップと、充電対象機器から送信された、充電対象機器が第２充電モードをオ
ンにすることに同意するか否かを示すための第１コマンドの返信コマンドを受信するステ
ップと、充電対象機器が第２充電モードをオンにすることに同意した場合に、第２充電モ
ードで充電対象機器を充電するステップとを含んでもよい。
【０１９４】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モード
での第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と二方向通信して、第２
充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電圧を
決定するステップと、目標電圧の電圧値を調整して、目標電圧の電圧値が、第２充電モー
ドでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電圧と等しくな
るようにするステップとを含んでもよい。
【０１９５】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モード
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での第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電圧を決定するス
テップは、第２アダプターの出力電圧と充電対象機器のバッテリの現在の電圧とがマッチ
ングしているか否かを問い合わせるための第２コマンドを充電対象機器に送信するステッ
プと、充電対象機器から送信された、第２アダプターの出力電圧とバッテリの現在の電圧
とがマッチングしている、高めである又は低めであることを示すための第２コマンドの返
信コマンドを受信するステップとを含んでもよい。
【０１９６】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モード
での第２アダプターの出力を制御するプロセスは、充電対象機器と二方向通信して、第２
充電モードでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電流を
決定するステップと、目標電流の電流値を調整して、目標電流の電流値が、第２充電モー
ドでの第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電流と等しくな
るようにするステップとを含んでもよい。
【０１９７】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モード
での第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電流を決定するス
テップは、充電対象機器の現在サポートする最大充電電流を問い合わせるための第３コマ
ンドを充電対象機器に送信するステップと、充電対象機器から送信された、充電対象機器
の現在サポートする最大充電電流を示すための第３コマンドの返信コマンドを受信するス
テップと、充電対象機器の現在サポートする最大充電電流に基づいて、第２充電モードで
の第２アダプターから出力された充電対象機器を充電するための充電電流を決定するステ
ップとを含んでもよい。
【０１９８】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２充電モード
での第２アダプターの出力を制御するプロセスは、第２充電モードで充電するプロセスに
おいて、充電対象機器と二方向通信して、第２アダプターの出力電流を調整するステップ
を含んでもよい。
【０１９９】
　好ましくは、一部の実施例において、充電対象機器と二方向通信して、第２アダプター
の出力電流を調整するステップは、充電対象機器のバッテリの現在の電圧を問い合わせる
ための第４コマンドを充電対象機器に送信するステップと、第２アダプターから送信され
た、バッテリの現在の電圧を示すための第４コマンドの返信コマンドを受信するステップ
と、バッテリの現在の電圧に基づいて、第２アダプターの出力電流を調整するステップと
を含んでもよい。
【０２００】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、充電インターフェースを備え
ている。第２アダプターは、充電インターフェースにおけるデータケーブルを介して充電
対象機器と二方向通信する。
【０２０１】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第２充電モードをサポートす
る。第２充電モードは、定電流モードであり、第２充電モードにおいて、第２アダプター
の出力電流が脈動直流である。
【０２０２】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第１充電モードを有する。第
１充電モードが定電圧モードである。第２アダプターは、２次フィルタユニットを備える
。図２４の方法は、第１充電モードで、作動するように２次フィルタユニットを制御して
、第２アダプターの出力電圧の電圧値が一定であるようにするステップと、第２充電モー
ドで、作動を停止するように２次フィルタユニットを制御して、第２アダプターの出力電
流が脈動直流であるようにするステップとをさらに含んでもよい。
【０２０３】
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　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第２充電モードをサポートす
る。第２充電モードが定電流モードであり、第２充電モードにおいて、第２アダプターの
出力電流が交流である。
【０２０４】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、第２充電モードを有する。第
２充電モードにおいて、第２アダプターの出力電圧及び出力脈動電流が充電対象機器のバ
ッテリの両端に直接印加され、バッテリを直接充電する。
【０２０５】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、携帯充電対象機器を充電する
ための第２アダプターである。
【０２０６】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、充電プロセスを制御するため
の制御ユニットを備え、制御ユニットがＭＣＵである。
【０２０７】
　好ましくは、一部の実施例において、第２アダプターは、充電インターフェースを備え
、充電インターフェースがＵＳＢインターフェースである。
【０２０８】
　なお、本文における「第１アダプター」及び「第２アダプター」は、ただ、説明を便利
にするためのものであって、本発明の実施例のアダプターの具体的なタイプについて限定
するためのものではない。
【０２０９】
　当業者としては、本発明に開示されている実施形態に組み合わせて説明された各実施例
のユニット及アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェ
アと電子ハードウェアとの結合によって実現することができる。これらの機能が一体ハー
ドウェア、それともソフトウェアの方式によって実行されるのかは明細書の特定応用及び
設計拘束条件によるものであると意識することができる。当業者は、各特定の応用に対し
て、説明された機能を異なる方法で実現することができ、このような実現は、本発明の範
囲を超えたと考えてはいけない。
【０２１０】
　当業者は、以下のことを明白に理解することができる。便利及び簡潔に説明するために
、上記システムと、装置と、ユニットとの具体的な作動プロセスは、方法の実施例におけ
る対応するプロセスを参照することができ、ここでは詳細に説明しない。
【０２１１】
　なお、本発明が提供するいくつの実施例において、開示されているシステムと、装置と
、方法とは、他の方式によって実現することができる。例えば、上記装置の実施例は、概
略的なものだけである。例えば、ユニットの区分は、ロジック機能の区分だけである。実
際に実現する時に、他の区分方式を有することができる。例えば、複数のユニット又はコ
ンポーネントは、結合することができる、又は他のシステムに集成することができ、又は
一部の特徴を無視することができ、又は実行しないことができる。一方、示された又は論
議された相互間の結合又は直接に結合又は通信接続は、一部のインターフェースを介して
、装置又はユニットの間接結合又は通信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形
式であってもよい。
【０２１２】
　分離部品として説明されたユニットは、物理上に分離していてもよいし、物理上に分離
していなくてもよい。ユニットとして示された部品は、物理的なユニットであってもよい
し、物理的なユニットでなくてもよい。即ち、一つの場所にあってもよいし、又は複数の
ネットワークユニットに分布されてもよい。必要に応じて、そのうちの一部又は全部のユ
ニットを選択して本実施例の明細書の目的を実現することができる。
【０２１３】
　また、本発明の各実施例においての各機能ユニットは、一つの処理ユニットに集められ
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ユニットに集めてもよい。
【０２１４】
　前記機能が、ソフトウェア機能のユニットの形式で実現されて、且つ独立する製品とし
て販売又は利用される場合に、一つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されて
もよい。このような理解に基づいて、本発明の明細書は、本質的に又は従来の技術に対す
る貢献の部分又は明細書の一部は、ソフトウェア製品の形として示すことができる。コン
ピュータソフトウェア製品は、一つの記憶媒体に記憶され、一台のコンピュータ設備（個
人コンピュータ、サーバ、第２アダプター又はネットワーク設備等であってもよい）に本
発明の各実施例の方法の全部又は一部ステップを実行させる若干のコマンドを含む。記憶
媒体は、ＵＳＢメモリ、ポータブルハードディスク、読み取り専用メモリ（Ｒｅａｄ－Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）、磁気ディスク又はＣＤ等のプログラムコードを記憶できる
各種の媒体を含む。
【０２１５】
　以上の記載は、ただ本発明の実施形態であり、本発明の保護範囲はこれに限定されない
。当分野に詳しいあらゆる当業者が本発明に開示された技術範囲内で容易に想到する変化
又は取り替えは、本発明の保護範囲に含まれるべきである。従って、本発明の保護範囲は
その特許請求の範囲に準ずるべきである。
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